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令 和 ５ 年 ６ 月 1 9 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 山 本 将 之

代 表 監 査 委 員 川 野 美奈子

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○日高博之副議長

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、脇

谷のりこ議員。

〔登壇〕（拍手） 皆様、お○脇谷のりこ議員

はようございます。約１年半ぶりにこの場に立

たせていただきますことを大変うれしく思いま

す。親和会の脇谷のりこです。どうぞよろしく

お願いいたします。

そして、今日も多くの傍聴の方、本当にあり

がとうございます。さきの県議選では、女性の

皆様から多くの御支援をいただきました。女性

の声を県政に反映してもらいたいとの気持ちの

表れだと思っています。女性ならではの体や心

の問題は、男性にはなかなか理解されないから

ではないでしょうか。

それではまず、私が１期目から要望していた

案件３つが実現するに当たり、感謝とともに、

知事に対して、女性の声に対してどのような姿

勢で取り組んでいかれるのかお伺いしたいと思

います。

まず１つ目は、宮崎県東京学生寮です。

老朽化した学生寮をこのたび新しく建て替

え、女子も入居できる個室の寮が完備されるこ

と、大変うれしく思っています。

1972年に建てられた男子寮ですが、当時8,500

円という格安の寮費と立地が魅力的で、高校を

卒業して東京の大学に行きたかった私は、母子

家庭で経済的余裕がなく、女子に門戸が開かれ

ていない東京学生寮をとても恨めしく思ってい

ました。

なぜ男子学生だけ優遇するんだという気持ち

はこの頃からずっとあり、全ての子供たちが男

女に関係なく、平等に学業に専念できる環境づ

くりが必要だと、議員としての政策目標を持つ

きっかけにもなっています。

高校を卒業間近の私は、東京で格安の住居を

見つけることができず、結局、居酒屋チェーン

店に就職することで社員寮に入り、そこから昼

間は学校に通うことになったのですが、働くこ

とと学業の両立はとても大変で、結局１年半ほ

どして、どちらもやめてしまいました。

もし東京学生寮に入居できていれば、同じ宮

崎の郷土でつながる仲間と悩みも共有でき、励

まし合えたのかもしれません。

私の青春は、働いて次年度の学費をためるこ

とで精いっぱいで、サークルにも参加できず、

友達との思い出をつくることができなかったこ

とを思うと、東京学生寮が50年以上たった今、

ようやく女子に門戸が開かれたことが何よりう

れしく思います。

そして２つ目は、県立高等学校のトイレの洋

式化です。

令和元年と２年の一般質問でも要望しており

ましたが、当時の教育長であった日隈副知事が

前向きに答弁してくださり、徐々に洋式化に取

り組んでくださっていることに感謝いたしま

す。特に女子高生はスカートが長く、しかも生

理中の生徒もいますので、トイレの洋式化は大

変重要です。小中学校は、国からの補助があり

ますが、県立高校は県単独になりますから、県

が女子高校生に対する気持ちを酌み取ってくだ

さっていることを評価いたします。

そして３つ目は、低出生体重児のための「み

やざきリトルベビーハンドブック」の発行で

す。

出生体重2,500グラム未満を以前は未熟児と呼

令和５年６月19日(月)
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令和５年６月19日(月)

んでいましたが、今は低出生体重児と言いま

す。出生数に占める低出生体重児の割合

は、1980年代から増加傾向にあり、2005年頃か

らは９％半ばで横ばいが続いています。

約500グラムの双子の赤ちゃんを出産し、チ

ューブでつながれた我が子を見るたび自分を責

め、毎日涙していたあるお母さん。病院でも家

でも相談できず、孤立感を深め、産後うつに

なった経験から、ほかのママには自分のような

経験をしてほしくないと、ママたちのサークル

を立ち上げ、既に静岡県で作成・配布していた

リトルベビーハンドブックの宮崎版をつくって

ほしいと、私のもとに来られたのが約２年前。

令和３年９月に一般質問をして要望し、その

後、福祉保健部の担当者にすぐ取りかかってい

ただき、検討委員会には当事者ママも入って、

希望どおりの「みやざきリトルベビーハンド

ブック」が今年４月に出来上がりました。

母子健康手帳には、赤ちゃんの体重曲線は１

キログラムからしか目盛りがありませんし、月

齢に応じて成長の過程を「はい」か「いいえ」

でしか答えられませんが、リトルベビーハンド

ブックは、３歳までの成長を細かく記載でき、

医療の記録も記すことができます。また、先輩

ママからのメッセージなどは、低出生体重児を

出産したママたちにとっての心の支えとなり、

とても参考になる内容になっています。

今回、すぐにハンドブックの発行につながっ

たのは、我が子への深い愛情と、自分たちの気

持ちを分かってもらいたいという熱意が関係者

の皆さんを動かしたからだと思います。

そんな女性たちの気持ちに寄り添い、当初か

ら関わってくださった関係者の皆様方には、心

から感謝申し上げます。

以上、この３件については大きなことではな

いかもしれませんが、女性の気持ちに寄り添っ

てくださったこと、小さな声でも酌み取ってい

ただいたことを大変評価いたします。

今回の６月補正予算で、九州初となる妊産婦

の健康診査受診の通院費用助成や、おむつの定

額利用料助成を、全国初の補助事業として出さ

れました。これを見たときに感心しました。今

までにはない知事の意気込みを感じたからで

す。県が率先して旗を振ることで、市町村がす

ぐに取り組んでくださることを期待いたしま

す。

今後、県政運営において、女性の声に対して

どのような姿勢で取り組んでいかれるのか、知

事にお伺いいたします。

以上、壇上での質問とし、この後は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

県政を進めるに当たりまして、社会の様々な

方々の声に耳を傾けて取り組んでいくこと、こ

れは県政運営の基本でありまして、特に少子高

齢化の進展や人々の意識が多様化する中で、女

性の視点を生かした施策の推進は大変重要であ

ると認識しております。

このため、現在、県では、審議会に多くの女

性委員に就任いただくとともに、女性活躍推進

会議を設置するなど様々な機会を設け、多様な

分野の女性から、女性が働きやすい就業環境の

整備や男性の育児休業取得促進などについて、

率直な御意見を伺っているところであります。

また、私自身も直接、様々な女性のグループの

皆さんと意見交換も行っております。

そのような御意見も踏まえ、今回策定いたし

ます新たなアクションプランにおいては、「一

人ひとりが自分らしく生き生きと活躍できる共
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感・共生社会づくり」を施策の柱に据え、「女

性が輝く地域づくり」などに積極的に取り組む

こととしております。

お話にありました「みやざきリトルベビーハ

ンドブック」などは、これまで届いてこなかっ

た女性の声を取り入れ、具体的な施策に反映さ

せたものであります。

今後とも、男女が性別に関わりなく、その個

性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会

づくりに一層努めてまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

それでは、先ほど申し上げ○脇谷のりこ議員

た３つの事案について、各項目ごとに質問いた

します。

まず、新東京ビルの学生寮についてです。

男女別の個室になるということですが、整備

スケジュール、施設概要、入居要件等や入居

料、そして女子学生を受け入れるに当たっての

配慮する面などを総務部長にお伺いします。

新しい東京ビルの○総務部長（渡辺善敬君）

学生寮につきましては、令和６年度から建築を

開始し、令和８年10月のビル完成後、募集等の

手続を行い、令和９年度から寮生を受け入れる

こととしております。

新しい学生寮は、男女合わせて52の個室や共

同自炊室などを備え、入寮の応募資格や寮費等

については、保護者の経済的負担軽減等の観点

を踏まえ、今後検討を進めてまいります。

また、女子の受入れに当たりましては、トイ

レ、バスつきの個室とすることや、洗濯室を男

女別に設置し、女子学生が安心して生活できる

環境を整備するほか、学生寮内に寮監室を配置

するなど、施設のセキュリティーをしっかりと

確保してまいります。

トイレ、バスつきの個室と○脇谷のりこ議員

いうことで、大変うれしく思っています。

続いて、県立高校の生徒用トイレの洋式化に

ついてです。

男女別の整備率の進捗状況と、県立高校から

の声や意見及び今後の取組について、教育長に

お伺いします。

県立高校の生徒用○教育長（黒木淳一郎君）

トイレの洋式化の整備率につきましては、令和

元年度末は、男子30.4％、女子22.5％、全体

で25.2％でしたが、本年４月現在、男子63.1

％、女子64.4％、全体で64.0％に上昇しており

ます。

学校からの声につきましては、「洋式トイレ

が増え、利用しやすくなった」「衛生環境が向

上した」との肯定的な声がある一方、「さらに

洋式化を進める必要がある」「トイレの壁等が

古く、室内整備が十分でない」などの意見も寄

せられております。

これまでの取組により、整備率は一定程度上

昇したところでありますが、今後もトイレの洋

式化をさらに進めながら、学校の要望等を踏ま

え、整備してまいります。

よろしくお願いいたしま○脇谷のりこ議員

す。

それでは、「みやざきリトルベビーハンド

ブック」についてです。

母子健康手帳のサブブックとして、今年４月

に出来上がり、配布されていますが、反応はい

かがでしょうか。活用を含め、低出生体重児に

対する理解が深まるよう県はどのように取り組

むのか、福祉保健部長にお伺いします。

リトルベビー○福祉保健部長（川北正文君）

ハンドブックは、昨年度、300冊を作成しました

が、受け取られた方から「心の支えになる」な

どの声をいただき、配布希望も多く寄せられた
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ことから、今年度は500冊を増刷したところで

す。

現在、医療機関や市町村を通じて配布してお

りますが、県内どこにいても必要な方に届くよ

う、関係機関や支援者向けに、チラシやポス

ターの配布等によるＰＲに努めているところで

す。

また、県民の皆様に低出生体重児とその家族

に対する理解を深めていただくため、本年11

月17日の世界早産児デーに合わせて、県庁内で

の展示ブース設置や庁舎のライトアップを行う

など、さらなる普及啓発に取り組んでまいりま

す。

続いて、少子化、女性就労○脇谷のりこ議員

についてお伺いします。

少子化対策については、今回の一般質問では

多くの議員が取り上げておられますので、私の

ほうは、そもそも出産できる年齢の女性が宮崎

県にいるのかということをお聞きしたいと思い

ます。

私の友人の娘さんが県外の大学に進学したの

ですが、コロナ禍だったので帰郷して、オンラ

インで授業を受け、卒業してそのまま宮崎で就

職するのかと思いきや、東京の企業に就職して

いきました。本当は実家のある宮崎に帰りたい

ようですが、自分の能力を発揮できる仕事がな

いということと、賃金が安いということで、な

かなか帰る決心がつかないらしいのです。

先日、東京の人口が発表されましたが、５月

１日時点で1,408万5,000人となり、月別では過

去最高となりました。コロナ禍では、東京から

地方に転出という、うれしいニュースがあった

のですが、コロナが一段落したら再び増加傾

向、前月比で２万2,000人のプラスになり、東京

一極集中がさらに進んだことになります。

宮崎からも若い女性がどんどん中央に出て

いっている気がしているのですが、それで

は、20歳くらいから45歳くらいまでの女性が宮

崎県にどれくらいおられるのか、男性との比較

も含めた転出と転入の社会増減の現況を教えて

ください。総合政策部長にお願いします。

20歳から45○総合政策部長（重黒木 清君）

歳までの状況について、まず男性と女性の人口

比率につきましては、県が行っております現住

人口調査では、令和４年10月１日現在、男性

が12万8,714人、女性が12万9,997人と、ほぼ同

数となっております。

次に、県外からの転入及び県外への転出の状

況につきましては、同じく現住人口調査では、

過去５年間の平均は、男性については、転入

が6,730人、転出が7,083人で、353人の転出超

過。女性については、転入が5,497人、転出

が6,201人で、704人の転出超過となっており、

このような男性より女性の県外転出が多い状況

につきましては、平成21年から続いておりま

す。

先日、みやざき女性就業支○脇谷のりこ議員

援センターに伺ってきました。求職者の就職活

動及び事業所の人材確保をサポートすることを

目的として、県が設置するセンターです。おお

むね55歳くらいまでの女性を対象としていま

す。

まず、職を探している女性がセンターのホー

ムページを見て人材バンクに登録し、その後、

スタッフが直接アプローチして、求人をしてい

る企業や事業所へのマッチングを行うとのこと

でした。登録される方の傾向としては、定職を

考えている方や移住予定者の方がおられるそう

です。企業側は、ハローワークに求人を出して

も来ないので、女性就業支援センターに募集に
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来られるとのことですが、女性の求職者はいる

のにマッチングしないのが悩ましいということ

でした。

支援センターの方からお話を伺って、課題が

よく分かりました。受皿となる企業や事業所が

既存の働き方に固執していて、就業規則を変え

てもよいから優秀な人材に来てもらいたいとい

う意気込みが感じられないということです。

求職している女性が、募集している企業の

ホームページを見ても、会社の簡単な紹介だけ

しか載っておらず、職種も曖昧で、優秀な人材

を欲しいと思わせるような内容になっていない

のです。ですから、そんな会社は選ばれませ

ん。

企業側の求人担当者には理解してもらえるの

に、経営者の考え方が変わらないから、いつま

でたっても人材不足です。女性の働き方を優遇

してくださいと言っているのではなく、男性の

サービス残業をなくすためにも、女性の能力を

生かして仕事を分散できるようにしたらいかが

でしょうかと提言するのですが、自分の会社が

率先して改革することをためらっておられるそ

うです。

私が感じるのは、マッチングができない理由

の一つに、宮崎県の経営者の考え方の根底に、

女性は能力が低いと最初から思っているのでは

ないかということです。

育児休業も女性が取るのが当たり前、子供の

具合が悪くなったら母親が迎えにいくのが当た

り前と思っているのであれば、柔軟な勤務形態

を提供すれば優秀な女性も来てくれるのに、フ

レックスタイムで働いている男性社員が既にい

るにもかかわらず、女性求人票には９時～５時

と書いてある。これは一人一人の女性の持つ能

力を信じていないし、能力があることさえ知ろ

うともしないということにほかなりません。

５年前、私が女性県議として出ようとしたと

き、ある建設業の80歳代の経営者がこうおっ

しゃいました。「女性が県議会議員になったら

県議会のレベルが下がるよね」と。平気でこう

おっしゃる経営者の会社に勤務している女性は

かわいそうだと思いました。

介護や保育などの専門職はもちろんのこと、

建設業にも林業にも優秀な女性はおりますし、

地域でも学校ＰＴＡの役員でもしっかりと仕事

をこなし、能力もあります。いつまでたっても

昭和の考え方に固執し、社会の変化に対応でき

ない旧態依然とした経営者の考え方をまずは

アップデートする必要があろうかと思います。

誘致企業に負けず、宮崎県の中小企業を選ん

でもらうためには、まずは経営者の意識を変

え、柔軟な働き方を提供し、未来へのビジョン

をしっかりと表明し、魅力的な企業だとアピー

ルすることが必要だと思います。それがひいて

は知事のおっしゃる社会減ゼロに近づいていく

のではないでしょうか。

女性の就業促進に対して、知事はどのように

認識されているのか、また取組についてもお伺

いします。

本格的な少子高齢・人○知事（河野俊嗣君）

口減少社会を迎えて、人材の確保は喫緊の課題

となっております。また、女性の声をこれまで

以上に社会に反映させていく、そういう観点か

らも働きやすい職場環境づくりを進め、女性の

より一層の就業促進を図ることは大変重要であ

ると考えております。

このため県では、令和２年度に「みやざき女

性・高齢者就業支援センター」を設置し、相談

対応やマッチング等に取り組んでいるところで

ありまして、昨年度の女性の相談件数は729件
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と、年々増加しております。

また、今年度からは、体制を一層強化するた

め、女性部門を独立させ、「みやざき女性就業

支援センター」として運営を行っておりまし

て、女性が希望する多様な就業スタイルに、さ

らに寄り添った支援に取り組んでいるところで

あります。

このほか、「仕事と生活の両立応援宣言」事

業所の登録や企業向け研修会の開催など、企業

のトップの方に働きやすい職場環境整備への意

識を高めていただくための取組も行っておりま

す。

女性の活躍推進会議の皆さんと意見交換をし

ますと、やはりトップの意識を変えてほしい、

その切実な声が伝わってまいります。引き続

き、こうした取組を通して女性の就業促進につ

なげてまいります。

どうぞよろしくお願いいた○脇谷のりこ議員

します。

続いて、教育行政についてであります。

人材不足はどの業界でも同じです。教育界で

も教員採用試験の受験者の倍率が年々減少して

いて、県内でも80歳代の元教師が臨時で教壇に

今でも立っておられることをお聞きすると、そ

んなに教員の成り手不足なのかと驚きます。

現在は、教員採用試験の受験年齢は59歳まで

となっており、他県も同様に取り組んでいるの

で、教職員の取り合いになっていることをうか

がわせます。

それでは、教員採用試験の受験者数及び受験

倍率の状況と、教員の成り手不足の解消に向け

た取組について、教育長にお伺いします。

本県の教員採用試○教育長（黒木淳一郎君）

験の全体の受験者数は、10年前である平成25年

度実施の1,651名から、令和４年度実施は1,138

名へと減少しております。

また、大量退職を迎え、採用数が増えた関係

もあり、受験倍率は10.6倍から3.2倍、小学校教

諭等については、10.9倍から1.8倍へとなってお

ります。

この間、教員の成り手不足の解消に向けて、

大学推薦制度の拡充や併願受験の拡大等の採用

試験の改善、ＳＮＳの活用や新聞の企画連載で

の教員の魅力発信、さらには、教職に就いてい

ない免許所有者や中高生へのガイダンス強化等

に取り組んでおります。

その結果、全体の受験者が減少する中、大学

の新規学卒者については増加するという効果も

出ております。今後も、工夫を重ねながら、人

材確保にしっかりと取り組んでまいります。

ぜひよろしくお願いいたし○脇谷のりこ議員

ます。

倍率が低くなると教員の質を確保できるのか

心配になります。それでは、教員の質を確保す

るためにはどのような取組をされているのか、

教育長にお伺いします。

教員の質を確保す○教育長（黒木淳一郎君）

るために、本県では、教員になる前の養成段階

から、計画的に教員としての資質能力を育成す

る研修を実施しております。

具体的には、県内の大学１・２年生を対象

に、直接、３日間程度、学校業務を体験する

「スクールトライアル」を実施しております。

また、大学３・４年生及び臨時的任用講師等

を対象に、模擬授業や講義など、教員としての

実践力の育成を目的として、「ひなた教師塾」

も年間を通じて実施しております。

さらに、宮崎大学に設けられた宮崎県小学校

教員希望枠の学生に対しましては、大学と連携

して、４年間の育成プログラムを実施している
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ところであります。

宮崎県教育委員会が、学○脇谷のりこ議員

校、家庭、地域、児童生徒、教職員に向けて、

教育に関する調査を実施していますが、令和４

年度の調査結果では、「仕事上の不安や悩みが

あるか」の教職員向けの問いに「仕事量」と答

えたのが一番多く41.2％、その次が「授業以外

の校務」と答えたのが36.9％となっています。

また、「誇りややりがいを持って仕事を行う

ことができているか」の問いに「できていな

い」と回答した教職員が1.8％おり、５年以下の

経験者が一番多くなっています。意欲を持って

教員になったのに、やりがいを感じられなく

なった方が1.8％はおられるということは、短期

で退職される方もおられるのではないかと思い

ます。

１年未満で退職される教員の方はどれくらい

おられるのでしょうか。また、教員へのサポー

ト体制は整っているのか、教育長にお伺いしま

す。

新規採用教員の支○教育長（黒木淳一郎君）

援体制として、本県では、各学校の教員による

チームを組織し、同僚の教員が、経験や専門性

を生かしながら新規採用教員に関わり、支え、

育てるというＯＪＴの機能を生かした研修を

行っております。

また、従来は１年間であった初期研修を２年

間に分け、負担軽減を図るとともに、気軽に相

談できる窓口の周知や、直接学校を訪問するな

どして、定期的な状況把握に取り組んでおりま

す。

しかしながら、採用後、１年未満で退職した

教員は、令和２年度からの３年間で平均７名で

あり、この状況を任命権者として重く受け止め

ております。

今後も、市町村教育委員会と連携を図りなが

ら、新規採用教員の支援体制の充実に取り組ん

でまいります。

退職者が平均７人というと○脇谷のりこ議員

少ないように思いますが、令和２年度から毎年

７人ほどというと、この３年間で21人は退職さ

れていることになります。

今の子供たちや保護者は、昔と比べると考え

方も生活様式も変わってきていますから、私た

ちには分からない先生ならではの悩みや苦労も

あろうかと思います。それでも、小中学校の卒

業式や成人式に参加させていただくたびに、成

長した子供たちから慕われる先生という職業は

魅力的だなと思いますから、ぜひとも先生の誇

りややりがいを失わないように支援体制を強化

していただきますよう、よろしくお願いしま

す。

それでは、中学校の部活動の地域移行につい

てであります。

先ほど紹介した教職員への調査では、仕事量

が多く、授業以外の校務が負担だと感じている

中学校、高校の教職員が４割ほどおられます。

ということは、中学校においては、部活動の指

導も負担になっている業務だと考えられます。

それでは、部活動の地域移行について、どの

ように進められているのでしょうか、教育長に

お伺いします。

公立中学校におけ○教育長（黒木淳一郎君）

る休日の部活動の地域移行につきましては、令

和３年度から小林市と延岡市でモデル事業を実

施しており、その成果と課題を共有し、周知し

たところであります。

また、諸経費の保護者負担等の課題につきま

しては、今年度も直接、財政措置を国へ要望し

たところであります。
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現在、昨年12月に国のガイドラインが策定さ

れたことを受け、保護者や関係団体等の御意見

を伺いながら、県の方針の策定を進めていると

ころであります。

また、今年度も各市町村を訪問し、取組状況

を把握するとともに、コーディネーターの研修

など、地域の実情や必要に応じた情報提供や指

導助言等を行ってまいります。

先月末に、地域移行の方針○脇谷のりこ議員

案について協議を行う県の検討委員会が開かれ

たそうですが、そこで出された意見や国のガイ

ドラインを基に、県独自の方針を今年度中に出

されるとお聞きしました。主な内容はどのよう

なものでしょうか、教育長にお伺いします。

県の方針につきま○教育長（黒木淳一郎君）

しては、国のガイドラインに示された４つの柱

を基に、現在、策定を進めております。

その柱の１つ目は「学校部活動」についてで

あり、そこには、部活動指導員の確保や適切な

休養日の設定等が示されております。２つ目は

「新たな地域クラブ活動」で、新たに実施主体

となる総合型地域スポーツクラブなどの整備充

実に係る諸課題が示されております。３つ目は

「地域連携や地域移行に向けた環境整備」で、

整備に向けたスケジュールなどが示されており

ます。４つ目は「大会等の在り方の見直し」

で、中体連等の参加資格の見直しなどが示され

ております。

このような内容について、本県の実情に合っ

た宮崎ならではの県の方針となるよう策定して

まいります。

地域によっては、指導者や○脇谷のりこ議員

運営団体の確保が難しいという市町村からの声

もあるようですので、地域偏在を生まないよ

う、しっかりと市町村の意見を尊重していただ

くようお願いいたします。

教職員の中には、部活動を負担に感じている

人もおられる一方で、平日だけでなく休日もや

りたいという教員もおられると思います。地域

移行した場合の教員の関わり方について、教育

長にお伺いします。

教員が休日の指導○教育長（黒木淳一郎君）

に地域の指導者として関わる場合、ボランティ

アとして関わる以外には、報酬を受け取るため

の兼職兼業の許可が必要となります。したがい

まして、この点につきましては、国の動向を注

視することとしております。

その他の指導者としましては、部活動指導員

やボランティアの外部指導者に現在は協力を得

ておりますが、これらの人材に加えて、総合型

地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、文化芸

術団体等の方々も考えております。

今後、教員の意向も踏まえ、適切に関わるこ

とができるよう検討してまいります。

そもそも部活動の地域移行○脇谷のりこ議員

は、教員の働き方改革から始まっていると思っ

ているのですが、その目的をどのように捉えて

おられるのか、教育長にお伺いします。

部活動の地域移行○教育長（黒木淳一郎君）

の目的は２つあると考えております。

１つは、教員の働き方改革につなげることで

あります。モデル事業の成果として、教員から

は、「休日が確保できた」「精神的な負担が軽

減された」などの声が上がっております。

もう１つは、少子化の進む中、将来にわたり

生徒がスポーツや文化芸術活動に継続して親し

むことができる機会を確保するということであ

ります。

「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育

てる」という意識の下、市町村との連携を深め
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ながら、この２つの目的の実現を目指してまい

ります。

部活動の地域移行について○脇谷のりこ議員

は、指導者がいないとか、外部講師の謝金を払

うために保護者の負担が増えるなどの様々な点

で不安や課題があるようです。

先日、総合型地域スポーツクラブの方とお話

ししましたら、「中学校の部活動に大会の好成

績を求める必要があるか」と疑問を投げかけら

れました。もちろん子供たちにとって大会での

優勝などを目標とすることは必要でしょうが、

やり過ぎ感があるのも事実だとおっしゃいま

す。

その総合型地域スポーツクラブは、地域の子

供たちや高齢者が様々なスポーツや文化に親し

む機会を提供するため、約50もの講座を設け、

自前でホールを建てられ、自主的・主体的に運

営されています。

そこに通っている子供たちに今回アンケート

をされたそうです。「運動は週に何回したい

か」の問いに「週１回」と答えた児童生徒が一

番多く、次が「２回」だったそうです。平日の

部活動をしている生徒が週１回そのクラブに

通ってきている場合もありますし、全く部活動

をしない生徒が週１回通ってきている場合もあ

りますが、どちらにしても、生徒は週１回ぐら

いの運動が望ましいと思っているわけです。

今、教育長が答弁された部活動の地域移行の

１つの目的が、将来にわたり生徒がスポーツや

文化芸術活動に継続して親しむことができる機

会を確保することであれば、平日も休日も活動

して、毎日疲れてしまう部活動の考え方をいま

一度見直すことも必要かと思います。

もちろん将来オリンピック選手を目指すので

あれば、しっかりとした指導者の下、民間のク

ラブに入って練習することが必要でしょうが、

生徒にも先生にも負担のかからない中学校の部

活動の在り方が本来あるべき姿ではないかと

思っています。

続いて、不登校問題についてです。

中学１年時に不登校になってもう１年がたつ

保護者からお話をお聞きしました。

コロナ禍での自宅待機から始まったそうで、

学校に行かなくてもよいのだという気持ちにな

り、そこからずるずると行けず、復活する手だ

てが見いだせないとのことです。

本人も学校に行かなきゃならないと思ってい

るらしいのですが、授業にもついていけなく

なっているから、タイミングがないとのこと。

スクールソーシャルワーカーさんが自宅に来

て、親身になって相談に乗ってくださったので

安心できているとのことです。

それでは、不登校の現状を教えてください。

また、子供たちに寄り添うスクールソーシャル

ワーカーやスクールカウンセラーの役割及び配

置・派遣が充足した状況にあるのか、教育長に

お伺いします。

国の調査によりま○教育長（黒木淳一郎君）

すと、令和３年度、本県の公立学校の不登校児

童生徒数は小学校560人、中学校1,284人、高等

学校299人であり、５年前と比較しますと、全体

で872人増加しており、中でも小学校が約2.7倍

と増加傾向が顕著であります。

県が配置に関わっているスクールソーシャル

ワーカーは、家庭等に出向き支援に当たる「福

祉の専門家」で、今年度は１名増員し、21名と

なっております。

また、スクールカウンセラーは、学校で支援

に当たる「心理の専門家」で、53名を配置して

おり、昨年度より小学校に専用に派遣できる体
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制も整えております。

このように、人数は順次拡充しております

が、国が示す基準には達しておりません。今後

とも十分な対応ができるよう、体制づくりに取

り組んでまいります。

予算の問題だと思います○脇谷のりこ議員

が、充足できていないスクールソーシャルワー

カーやスクールカウンセラーの人数とか時間を

ぜひとも増やしていただくよう要望いたしま

す。

最近はフリースクールもあり、また居場所づ

くりもしている子育て支援団体などもあるの

で、そういった情報を得ることが保護者から求

められています。

それでは、不登校対策における教育相談窓口

の運用について、教育長にお伺いします。

これまで県教育委○教育長（黒木淳一郎君）

員会では、「24時間子供ＳＯＳダイヤル」等を

設置し、学校外でも相談できる体制の充実に取

り組んでまいりました。

そのような中、令和３年度に国の事業を活用

し、ＳＮＳ相談窓口を開設したところ、年度途

中の時間を限った開設であったにもかかわら

ず、1,200件を超える相談が寄せられ、その効果

を実感したところでありました。

このため、これまでの取組に加え、今年度か

ら、無料通信アプリやインターネットを通じ

て、専門の相談員とチャット形式で相談できる

「宮崎県子どもＳＮＳ相談」を開設し、カード

の配布等により、県内の児童生徒へ周知したと

ころであります。

今後も、相談窓口の適切な運用に努め、子供

たちの悩みに一つでも多く寄り添い、対応でき

るように取り組んでまいります。

ぜひともよろしくお願いい○脇谷のりこ議員

たします。

今年度改定される「教育、学術、文化及びス

ポーツの振興に関する施策の大綱」に「教育の

情報化」があります。

この大綱は、知事と教育委員会が教育行政の

推進を図るための宮崎県総合教育会議で協議さ

れるもので、知事が策定し、４年ごとに見直さ

れています。

今年から改定される内容の中に、「教育の情

報化に取り組む」というのがあります。この

「教育の情報化」の今後の方針を教育長にお伺

いします。

今回改定される本○教育長（黒木淳一郎君）

県の教育大綱や国の教育振興基本計画の答申内

容を踏まえ、県教育委員会では、今議会に宮崎

県教育振興基本計画の変更案を提案しておりま

す。

その中で、「教育の情報化の推進」を施策の

一つとして再構築し、ＩＣＴの強みを生かした

授業改善や、情報モラル教育の充実を図ること

としております。

また、併せて、教職員のＩＣＴ活用指導力の

向上や、学校現場における推進体制の整備につ

いても、より一層進めていくこととしておりま

す。

県教育委員会といたしましては、教育の情報

化をさらに推進することで、グローバル化やイ

ノベーションの進展など、社会の変化に柔軟に

対応できる人材を育成してまいります。

教職員のＩＣＴ活用につい○脇谷のりこ議員

ては、デジタル機器を使い慣れているかどうか

により、教職員の得手・不得手が顕著に表れて

いると思っています。

不登校の子供を持つ保護者からの要望では、

オンライン授業も含め、もっとＩＣＴの活用を
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進めてほしいとのことですので、教職員向けの

ＩＣＴ指導力向上をさらに進めていただきます

よう、よろしくお願いいたします。

続いて、市街化調整区域についてでありま

す。これは地元の宮崎市西部地域の方からの要

望が一番多い案件です。

帰郷した子供たちが親の近くで家を建てたい

が、市街化調整区域であり、農家ではないので

建てられない。あるいは、お店をオープンさせ

たいが、調整区域なので、どうしてもできない

など、市街化調整区域への不満です。

改めて御説明すると、都市計画法では、都道

府県は、一体の都市として総合的に整備し、開

発し、及び保全する必要がある区域を都市計画

区域として指定しています。

その都市計画区域において、無秩序な市街化

を防止し、計画的な市街化を図るために、必要

があるときは、市街化区域と市街化調整区域と

の区分、いわゆる線引きを定めることができま

す。

その線引きがある都市計画区域が、宮崎県で

は、延岡市と門川町、日向市の各一部を含む日

向延岡新産業都市計画区域、そして宮崎市と国

富町の各一部を含む宮崎広域都市計画区域にな

ります。線引きを行わない都市計画区域は、都

城市や日南市、西都市、小林市などがありま

す。そのうちの都城市は、昭和45年に線引きが

行われ、昭和63年に廃止されています。この都

城市の線引きが撤廃できるのに、なぜ宮崎市が

できないのかという不満がずっと渦巻いていま

す。

令和元年度の私の質問に、県土整備部長がこ

う答弁されています。

「都城広域都市計画区域は、当時、都市計画

区域内の人口に占める人口集中地区の人口割合

が、全国平均67％に対しまして37％と低く、市

街地に収容可能な人口に余裕があることから、

市街地が広がる可能性は低い状況にありまし

た。また、農振農用地、いわゆる青字農地が市

街地周辺の相当部分を取り巻くように分布して

いることから、無秩序な開発行為等が大規模と

ならないものと判断し、地元の市町の意向を踏

まえ、線引きを廃止したものであります」と答

弁されています。

この答弁だと、都城市は今後、過疎化してい

くから、撤廃しても大丈夫だろうと聞こえま

す。しかし、昭和60年当時、都城の人口は13

万2,000人余り、人口増減率は2.39％です。増加

しているのですから、線引きは撤廃せず、まず

はその市街地に集中していくのが普通の考えで

はないかと思います。

宮崎市が線引きをして人口を市街化区域に集

中させているのに、２番目に大きい市として人

口が増加している都城がなぜ線引きを撤廃でき

たのでしょうか。また、その後の状況を県土整

備部長にお伺いします。

御質問のあり○県土整備部長（原口耕治君）

ました線引きの廃止につきましては、社会情勢

の変化や各都市の発展状況を踏まえまして、昭

和62年に国が線引きの要件を見直したことを受

けて、昭和63年に県が行ったものであります。

当区域は、合併前の旧町村の集落が広範囲に

分散した、人口集中の度合いが小さい特殊な都

市構造であることなど、国が示した要件を満た

していたため、当時の市町の意向も踏まえ、国

の認可を得た上で廃止したものであります。

その後の状況につきましては、郊外で商業施

設や住宅の建設が増加する一方、中心市街地の

空洞化が生じたことから、都城市において、旧

市街化調整区域における大規模集客施設の立地
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の制限や、中心市街地活性化の取組を行ってい

るところであります。

確かに、昭和の大合併で、○脇谷のりこ議員

それまで分散していた集落に建築物ができない

となると困ります。しかし、宮崎市に最後に合

併した生目村は昭和38年、都城市に最後に合併

した中郷村が昭和42年、生目村も中郷村と同じ

状況ですから、合併後に宮崎市が線引きの廃止

を要望すればできたのかもしれません。

しかしながら、人口増加している都城市が第

１号で国に許可されたということですので、当

時、政治的に大きな力が働いたのではないかと

推察しています。

では、宮崎広域都市計画区域において、線引

きの撤廃もしくは市街化区域の拡大はできない

ものでしょうか、県土整備部長にお伺いしま

す。

都市計画区域○県土整備部長（原口耕治君）

における線引きや市街化区域の範囲につきまし

ては、都市計画法に基づく基礎調査の結果や関

係市町の意見を踏まえ、県の都市計画審議会で

の審議を経て、国の同意を得た上で都道府県が

定めることとされております。

線引きの廃止や市街化区域の拡大は、これま

で市街化を抑制してきた市街化調整区域におけ

る無秩序な開発や、中心市街地の活力低下など

が懸念されることから、慎重に判断する必要が

あります。

宮崎広域都市計画区域におきましては、人口

減少下にあっても一定の人口集積がある一方

で、空洞化が見られる中心市街地の現状などを

踏まえると、線引きの廃止や市街化区域の拡大

は難しいものと考えております。

前回の一般質問で、市街化○脇谷のりこ議員

区域の飛び地を設けることはできないかを質問

しましたら、「宮崎市における長期計画や都市

計画マスタープラン等に、新市街地の開発を行

う位置づけがあることに加え、面積20ヘクター

ル以上をめどとする計画的な市街地整備が確実

に行われることなどの要件があるので、飛び地

の設定はできない」との答弁でした。つまり

は、宮崎市において、線引きの廃止も拡大も、

飛び地の設定もできないということです。

といっても、市街化調整区域でも建てられる

建築物はあります。宮崎市の許可で建てられる

ようですが、市街化調整区域内の建築規制に係

る宮崎県と宮崎市の役割分担について、県土整

備部長にお伺いします。

市街化調整区○県土整備部長（原口耕治君）

域は市街化を抑制する区域であることから、原

則、建物の建築等は認められておりませんが、

個別案件ごとに用途や規模などについて都市計

画法に基づく審査を行い、要件を満たせば建築

は許可されます。

その許可手続につきまして、市街化調整区域

のある３市２町のうち、宮崎市、延岡市、日向

市においては、それぞれの市が、国富町、門川

町においては、県が行っております。

農村地帯でも農業人口が少○脇谷のりこ議員

なくなっているのだから、土地利用を見直して

くれという要望が多く、そこに都城の都市計画

区域の線引き廃止を例に挙げられます。35年

前、当時の県の担当者は、他市住民から不公平

だと言われることになるとは考えられなかった

のだろうと思います。

根拠法令に基づくしっかりとした理由づけが

なく、特殊をつくってしまうと不公平感が生ま

れます。今後の県の取組も、将来人口を見据

え、しっかりとしたビジョンを持って、市町村

間の不公平感を生まないような施策にしていた
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だくようお願いして、この項目は終わります。

続いて、安全・安心な暮らしの確保について

であります。

今は物騒な事件が多発しています。子供、女

性、高齢者など弱者にとっては、安全で安心し

た生活を送ることが一番の幸せです。しかしな

がら、他人の入れない密室である家の中では、

児童虐待やＤＶなどが起こっています。

そこでまず、質問です。児童虐待の現状と対

応について、福祉保健部長にお伺いします。

本県の児童虐○福祉保健部長（川北正文君）

待の現状につきましては、児童相談所の相談対

応件数が、令和元年度1,953件、令和２年度

1,883件、令和３年度1,843件と、高止まりして

いるところです。

このため、虐待の未然防止や重篤化予防に向

け、体罰によらない子育てを推進するための啓

発や、市町村が実施する乳児全戸訪問事業等を

支援し、早期発見、早期対応に取り組んでおり

ます。

また、妊娠期から子育て期まで切れ目のない

支援を提供するためには、児童福祉と母子保健

の連携・協力を一層進めることが重要ですの

で、全ての妊産婦、子育て世帯、子供へ一体的

に相談支援を行うこども家庭センターの設置を

市町村に促すことにより、児童虐待防止対策の

推進を図りたいと考えております。

全ての妊産婦、子育て世○脇谷のりこ議員

帯、そして子供ということは、全ての家庭の中

にいる人たちが相談していけるという、こども

家庭センターの設置を市町村にぜひ促していた

だきたいと思いますが、設置するのが目的では

なく、妊産婦や子供などが相談する総合窓口、

つまり窓口のワンストップ化を目指していただ

くよう、よろしくお願いいたします。

それでは、女性へのストーカーやＤＶ被害は

どうなっているのでしょうか、現状と警察の対

応について、警察本部長にお伺いします。

本県のストー○警察本部長（山本将之君）

カーの相談件数は、平成30年が387件であったも

のが、以降は600件前後で推移し、昨年は445件

と減少したものの、人口10万人当たり全国２位

と、高い水準で推移しております。

一方、ＤＶの相談件数は、平成30年が719件で

あったものが、以降800件前後で推移し、昨年

が890件で、人口10万人当たり全国６位と、増加

傾向にあります。

増加の要因としては、法改正によりストー

カー行為の規制対象が拡大したことや、これら

事案への県民の意識が高まっていることなどが

考えられます。

ストーカーやＤＶ事案は重大事件に発展する

可能性があることから、この春新設した人身安

全対策課を中心に、事件化や行政措置を迅速・

的確に行うなど、被害者等の安全確保を最優先

とした対策を講じております。

ぜひお願いしたいと思いま○脇谷のりこ議員

すが、ストーカーの相談件数が全国２位で、Ｄ

Ｖ相談件数が全国６位というのは、大変恥ずか

しいことです。ＤＶ被害相談が多いということ

は、離婚が多いということです。厚生労働省の

統計によると、令和２年の離婚率は、沖縄に次

いで２位になっています。ずっと宮崎県は上位

です。これでは少子化にまっしぐらに進んでい

くことになります。

児童虐待やストーカー、ＤＶ事案の現状を知

事はどうお考えでしょうか。また、安全で安心

なまちづくりに今後どう取り組んでいかれるの

か、最後に知事の御見解をお伺いします。

今の児童虐待、ストー○知事（河野俊嗣君）
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カー、ＤＶ相談件数が多いということは、意識

の高まりということで、未然にいろいろ相談す

る。そのこと自体は悪いことではないといいま

すか、非常に重要な視点であろうかと思います

が、いずれにせよ、児童虐待、ＤＶなどに係る

事案、犯罪が依然として多い状況にあることに

ついて、重く受け止めているところでありま

す。

子供や女性など社会的に弱い立場にある方々

を守り支えること、何よりも被害に遭うことを

未然に防ぐことが重要でありまして、そのため

には、未然防止に向けた体制の整備を図り、県

民一人一人が地域の安全に対する意識を高め、

助け合って犯罪などを防止する社会づくりを進

める必要があると考えております。

このため県では、「犯罪のない安全で安心な

まちづくり県民会議」を設置し、県、市町村、

関係団体等が連携して、子供の安全確保のため

の見守り活動等に取り組んでいるところであり

ます。

また、子供や女性に対する暴力の未然防止を

図るため、専門的な知識や経験を持つアドバイ

ザーを自治会や学校等に派遣し、児童虐待やＤ

Ｖ事案等の防止に向けた啓発を実施しておりま

す。

引き続き、市町村や関係団体等との密接な連

携の下、安全で安心な暮らし確保のため、県を

挙げて取り組んでまいります。

宮崎県は、温暖な気候で、○脇谷のりこ議員

食べ物もおいしく、人も優しい、住みやすく、

子育てしやすい県日本一をアピールしているの

に、ストーカーやＤＶ相談件数は全国でもワー

ストクラス、どうしてこういうことになるので

しょうか。男性の女性に対する考え方が古いん

じゃないでしょうか。もしかして、今でも女は

男に従うものと思っているのでしょうか。

令和５年版の男女共同参画白書では、昭和の

時代の固定的な性別役割分担がいまだに残って

いる中で、若い世代の理想とする生き方は変

わってきていることがしっかりと明文化されて

います。

今の若い夫婦は、考え方が昭和モデルではあ

りません。家事・育児を自分が率先してするべ

きと答えるのは、女性では40歳代以上ですが、

男性では30歳代以下です。男性は年齢が低いほ

ど家事・育児参加に抵抗を感じていません。職

場など周囲の環境を改めることがより必要と考

えています。

家族の姿が変化し、人生が多様化する中で、

全ての人が希望に応じて家庭でも仕事でも活躍

できる社会、令和モデルに切り替える時代であ

ることを県民みんなで考えていただきたいので

す。

今週６月23日から29日までの１週間は、男女

共同参画週間です。男性も女性もお互いを尊重

し、認め合い、助け合っていく男女共同参画社

会になれば、暴力のない安心した暮らしが確保

でき、少子化にも歯止めがかかることを期待し

て、私の一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

次は、佐藤雅洋議員。○日高博之副議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○佐藤雅洋議員

んにちは。朝、目覚めればウグイスの美しい鳴

き声、窓を開ければツバメが飛び交い、山に目

をやれば恵みの雨で力強さの増した緑の山々、

田には水が張られ、植えたばかりの米の苗が風

にそよぐ、よい季節となりました。人は何のた

めに生まれてきたのか。人は何のために生きて

いるのか。それは「ああ生きててよかった」

「ああ生まれてきてよかった」と思える瞬間の
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ために生きているのだと私は強く思います。そ

う思える時間を多く与えてくれる緑深きふるさ

と、西臼杵から参りました佐藤雅洋です。どう

ぞよろしくお願いします。

本日、地元よりお越しの皆様をはじめ、西臼

杵郡民の力強い支援のおかげで２期目を迎え、

この場に立っております。環境の厳しさを豊か

さに変えてきた先人たちの努力に敬意を表し、

私は、山村振興、農村の復興を旗印に、謙虚

に、そしておごらず精進してまいりますので、

引き続き、皆様の御指導、御鞭撻をどうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、通告に従い質問を行います。

我が国周辺の安全保障環境が厳しさを増す

中、国においては、防衛力の抜本的強化につい

て様々な議論が重ねられております。こうした

国全体の動きも踏まえつつ、県の危機管理につ

いてお伺いいたします。

知事は常々「常在危機」という言葉をおっ

しゃいますが、あらゆる事態から県民の命を守

ることが、知事に課せられた最も重要な使命で

あることは言うまでもありません。一昨日は、

自民党安全保障調査会、江藤拓副会長と浜田靖

一防衛大臣との「国防を語る会」が、高鍋、延

岡において行われました。知事にも参加いただ

き、国防について知見を深められたことだと思

いますが、緊張感の増す防衛問題です。

先週15日木曜日、北朝鮮が日本海に向けて発

射した弾道ミサイルは、我が国の排他的経済水

域（ＥＥＺ）内に落下したと推定される旨、防

衛省から発表がなされました。今年に入って北

朝鮮から発射された弾道ミサイルは９回、少な

くとも12発となっております。今年の４月に

は、戦後初めて我が国領域内にミサイルが落下

する可能性があるとして、北海道にＪアラート

が発令、また近いところでは、先月、沖縄に対

して発令されました。

こうした一連の北朝鮮の行動は、我が国、地

域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであ

るとともに、関連する安保理決議に違反をする

ものであり、国民の命と安全に関わる重大な問

題で、断じて許されるものではありません。

しかし、先月の打ち上げ失敗にもかかわら

ず、北朝鮮は２回目の軍事偵察衛星の打ち上げ

を行うといって、挑発行動をやめる気配があり

ません。私の所属する防衛議員連盟、拉致議連

としても、国民保護法、県民保護の観点から、

大変危惧しているところです。

そこで、北朝鮮の軍事偵察衛星などが本県に

落下するおそれのある場合における県の対応と

その備えについて、知事に伺います。

次に、食料自給率の向上について伺います。

これは、我が自民党会派でも議論し、国への

意見書として提出に向けて協議中であります

が、気候変動、感染症、ウクライナ紛争等によ

り、食料の安全供給が懸念される中、本県で４

月に行われましたＧ７宮崎農業大臣会合では、

食料安全保障が主要テーマとなりました。特

に、農業の持続可能性の確保を中心に議論が行

われました。その中に、自国の生産資源を持続

可能な形で活用するべきとの方針が示されたと

伺っております。

食料安全保障の強化や、現在38％にとどまっ

ている食料自給率の向上のためには、米の消費

拡大が大変重要と考えます。農水省の試算で

は、今現在１人当たりの米の年間消費量は１

日2.4杯、58年前の1965年には、国民１人当たり

１日５杯の米を食べていたとされております。

国民一人一人が明日から１日１杯でも多く食べ

れば、食料自給率は目標の45％程度まで上がり
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ます。

農業生産県である宮崎県を挙げて米の消費拡

大を進めるべきと考えますが、知事の考えを伺

います。

次に、標高1,600メートル、九州随一のふわふ

わのパウダースノーゲレンデを誇る、日本最南

端のスキー場についてであります。

上級者用ダイナミックコースと初・中級者用

パラダイスコースがあり、上級者から初心者ま

で楽しめる。そして、小さな子供でもそりや雪

遊びが楽しめるファミリーゲレンデもあり、家

族連れも多く訪れます。

サーフィンのメッカでもある宮崎県にあるス

キー場、これほどまで貴重な施設が、昨年の台

風第14号により休業されたままであります。ス

キー場での被害はありませんでしたが、道路崩

壊による休業であります。関係者の懸命な努力

で再開に向けて進んでおりますが、大事なのは

その先であります。

観光宮崎において、いわばハワイにスキー場

があるようなインパクトのある観光資源を、県

や観光業界、バスや鉄道会社などが総力戦で支

援することで、もっと観光宮崎をアピールでき

るのではないでしょうか。宮崎交通さんも営業

黒字を達成されたと発表されています。大変期

待しています。

そこで、宮崎県の観光振興にとって大変重要

な五ヶ瀬ハイランドスキー場に対し、県として

どのような支援ができるのか、総合政策部長、

総務部長、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

壇上からは最後となりますが、五ヶ瀬ハイラ

ンドスキー場と同じく、西臼杵の地域振興に欠

かせない観光資源はほかにもあります。

その中でも高千穂峡は、日本を代表する、も

ちろん宮崎県を代表する観光資源であります。

昨年の台風第14号により多大な被害を受けたこ

とは御承知のとおりであります。しかし、県当

局関係者の御尽力により、一部ではあります

が、多くの観光客を迎えられるほどの復旧が進

んでおります。

さらには、８月１日から３日間行われるレッ

ドブル・ダイビング世界大会の開催が決まって

おります。今後さらに世界的注目を浴びる美し

い渓谷、ドイツ語でシェーンバッハと言うそう

でありますが、その美しい高千穂峡にある遊歩

道の復旧状況と今後の整備について、環境森林

部長に伺います。

ここまでを壇上の質問とし、残りの質問につ

いては質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、北朝鮮の軍事偵察衛星などへの対応等

についてであります。

北朝鮮の軍事偵察衛星などが本県に落下する

おそれがある場合、全国瞬時警報システム、い

わゆるＪアラートが発出され、防災行政無線や

携帯電話の緊急速報メールなどにより、県民に

対して、県内に593か所指定されております緊急

一時避難施設などへの避難の呼びかけが行われ

るところであります。

今年５月31日、九州地方知事会のため沖縄に

出張しておりましたが、朝６時半にＪアラート

で目が覚めました。改めて厳しさが増す安全保

障環境を身を持って実感したところでありま

す。

こうしたＪアラートに加えて、落下や被害発

生の可能性が極めて高い場合や、日本の領土・

領海内に落下した場合は、庁内に私を本部長と

する警戒本部を設置し、自衛隊や警察などと連
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携しながら、被害の最小化を図ることとしてお

ります。

今後も北朝鮮のミサイル等の発射が想定され

ることから、今年10月には、国と共同での住民

避難訓練を五ヶ瀬町など３町村で実施する予定

であります。

また、職員の対応能力の向上や関係機関との

連携強化のため、来年１月には、初めて図上訓

練も実施することとしております。

引き続き、私たちは常に危機やリスクに直面

しているという緊張感、この「常在危機」の意

識を徹底し、万全の備えと対応を進めてまいり

ます。

次に、米の消費拡大についてであります。

県産米の消費を拡大することは、食料安全保

障のみならず、水田の持つ多面的機能の維持や

中山間地域の振興の観点からも、大変重要であ

ると考えております。

このため県では、関係機関等と組織します宮

崎県米消費拡大推進協議会におきまして、地産

地消や食育活動と連携した消費拡大対策や、観

光・スポーツキャンプでのＰＲなどに取り組ん

でいるところであります。侍ジャパンの合宿な

どでも贈呈を行ったところであります。

先般のＧ７宮崎農業大臣会合におきまして、

歓迎レセプション等の場で提供されました県産

米を使った宮崎牛時雨煮入りのおむすびや米粉

スイーツが各国の関係者からも高い評価をいた

だき、改めてそのポテンシャルの高さを実感し

たところであります。

私も歓迎レセプションに参加し、本県を代表

する食材、また全国を代表する食材が提供され

ているものを少しずつ試してみましたが、レセ

プションの一番最後のほうで宮崎牛時雨煮入り

のおむすびを食べたところ、これが一番おいし

かったといいますか、感動して、自分のＤＮＡ

に刻み込まれたというか、米文化圏に生きてい

るんだなと改めて感じたところであります。

引き続き、私自身も積極的に「ごはん食」を

実践しますとともに、広く県内外の皆様に愛さ

れ、選んでもらえる県産米の消費拡大に取り組

んでまいります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策部長（重黒木 清君）

答えします。

五ヶ瀬ハイランドスキー場に対する支援につ

いてであります。

県では昨年度、県と西臼杵３町から成る「広

域連携ワーキンググループ」の場を設け、外部

アドバイザーを交えて、地域活性化に向けた勉

強会や事例研究に取り組んだところでありま

す。

ワーキンググループでは、スキー場をはじ

め、３町がそれぞれ有する地域資源の強みをつ

なげ、地域が広域的に連携して人の流れを呼び

込む取組について、様々な意見が交わされまし

た。

今後も引き続き、五ヶ瀬町との意見交換を重

ねながら、産業振興や関係・交流人口の拡大な

ど、スキー場を生かした地域づくりへの支援に

ついて検討してまいります。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○総務部長（渡辺善敬君）

ます。

五ヶ瀬ハイランドスキー場に対する支援につ

いてであります。

県は、当スキー場を経営する第三セクター

五ヶ瀬ハイランドに出資している五ヶ瀬町に対

し、ヒアリング等を通じて経営状況を把握する

とともに、財政上の助言等を行っております。

それと連動する形で、五ヶ瀬町におきまして
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は、総務省などが公認会計士等のアドバイザー

を派遣する地方公共団体の経営・財務マネジメ

ント強化事業を活用するなど、法人の有する課

題を抽出しながら、経営改善に向けて取り組ん

でおります。

引き続き、南国宮崎において、貴重な冬の誘

客施設である当スキー場の営業再開を見据え、

必要な経営の健全化に向けた助言等を行ってま

いります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（殿所大明君）

えいたします。高千穂峡遊歩道の復旧状況につ

いてであります。

高千穂峡につきましては、昨年の台風第14号

により、遊歩道の手すりの流失や路面の崩壊な

ど、大きな被害が発生したところです。

このため、昨年度中に流木の撤去と利用者の

多い区間における手すりの再設置を完了し、供

用開始するとともに、国に対して全面復旧に必

要な予算を要望いたしました。

この結果、必要な予算が確保できたことか

ら、今年度、引き続き残りの区間の手すりの再

設置を進めるとともに、災害に強い遊歩道にす

るためのかさ上げ工事を実施しております。

高千穂峡は本県を代表する観光地であること

から、町や関係団体の意見を伺いながら、多く

の利用者が安心して自然を満喫できるよう、早

期復旧に取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

お答えします。五ヶ瀬ハイランドスキー場へ

の支援についてであります。

五ヶ瀬ハイランドスキー場は、サーフィンな

ど南国イメージの強い本県にあってウインター

スポーツが楽しめる日本最南端のスキー場であ

り、大変貴重な観光資源であります。

県では、国内外に向けての情報発信を強化し

ており、その中で五ヶ瀬ハイランドスキー場に

ついても、県の観光情報サイト「旬ナビ」等を

活用した情報発信に取り組んでおります。

今後は、九州中央自動車道の整備などによ

り、県北地域の観光客の増加が期待されますこ

とから、スキー場再開の動向を注視しつつ、

五ヶ瀬町と連携しながら、地域の観光資源を生

かした旅行商品造成の働きかけや、さらなる情

報発信に取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

それぞれにお答えいただき、○佐藤雅洋議員

ありがとうございました。

なお、五ヶ瀬ハイランドスキー場や高千穂峡

については、御答弁いただいたとおり、県当局

の力強い取組により、西臼杵に輝きをお与えく

ださい。

続いて、中山間地域の振興について質問しま

す。

中山間地域の振興に欠かせない地域おこし協

力隊や集落支援員の皆さんの活動は、大変重要

で、すばらしいものと認識しております。現在

に至るまで、関係機関において多くの御苦労が

あったと思われます。これまでの経緯と現状を

総合政策部長にお伺いします。

地域おこし○総合政策部長（重黒木 清君）

協力隊は、地域力の維持・強化のため、市町村

が都市部からの移住者に委嘱し、特産品開発や

農林業などに従事してもらうもので、令和５年

４月１日現在、18市町村で165名が活動しており

ます。なお、任期終了後も約６割の方が地域に

定着しております。

また、集落支援員は、集落への目配りのた

め、市町村が地域の実情に詳しい人材に委嘱

し、集落の巡回や高齢者の見守りなどに従事し
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てもらうもので、昨年11月時点で、８市町村

で34名が活動しております。

さらに、県がボランティアを登録する中山間

盛り上げ隊による活動もあります。このほか、

民間の九州つなぎ隊などもあり、多くの方々に

中山間地域の振興に携わっていただいておりま

す。

すばらしい活動を県内各地で○佐藤雅洋議員

行っていただいております。地域おこし協力隊

の皆さんの存在は、特に中山間地域が持続する

ためには命綱ともなるため、さらに増やしてい

ただきたいと考えます。そして、ぜひ関係機関

の方々には、宮崎のよさ、魅力を十分に発信

し、この熱い思いを全国の協力隊希望者の方々

へ届けていただき、たくさんの新しいつながり

をここ宮崎に呼び込んでいただきたいと考えま

す。

そこで、地域おこし協力隊など外部人材を活

用した今後の中山間地域振興施策について、知

事にお伺いします。

中山間地域は、豊かな○知事（河野俊嗣君）

自然や伝統文化に加えまして、県土の保全や水

源の涵養など、重要な機能を有しております。

人口減少が急速に進む中で、地域を将来にわ

たり守っていくためには、地域の皆さんの取組

に加えて、外からの活力も取り込みながら、一

丸となって維持・活性化を進めていく必要があ

ると考えております。

私自身、神楽や地域の祭り、イベントなどの

場面で、こういう協力隊やボランティアの方々

が働かれる姿というものを目の当たりにしま

す。豊かな発想力や柔軟な行動力を発揮しなが

ら、産業や観光、伝統文化の継承、集落の環境

整備など、多方面で活躍されているわけであり

ます。

最近、印象的でありましたのは、椎葉村で焼

き畑を継承する方々と協力隊や移住した方々

が、思いを一つにして、先人の知恵や伝統を懸

命に残していこうとされる姿で、県の地域づく

り大賞を受賞されました焼畑蕎麦苦楽部の皆さ

んの取組もございました。

こうした取組は、世界農業遺産の認定でも高

く評価され、地域に希望や活力を生み出し、ま

た交流人口の拡大にもつながるすばらしい取組

であり、こうした取組を県内各地に広げていく

ことが重要だと感じたところであります。

今後とも、市町村や地域と連携・協力し、地

域おこし協力隊をはじめとする外部人材の活力

を取り込み、中山間地域の振興に取り組んでま

いります。

人口減少が進む中、県内の都○佐藤雅洋議員

市部と中山間地域をつなぐというニーズは、今

後ますます高まるのではないかと思われます。

本県独自の中山間地域支援策としての中山間盛

り上げ隊は、我が地元、日之影町を含む多くの

地域で過疎・高齢化の進む集落などを支援し、

人的交流を生み出し、集落維持を後押ししてお

ります。知事、ぜひとも中山間盛り上げ隊こ

そ、いま一度力を入れていただくよう要望いた

します。

ここ数年、急激な人口減少及び少子化によ

り、保育園経営が厳しい状況となっているよう

です。今こそ課題を洗い出し、経営継続支援の

手を打つべきであります。

以前は行政の管轄であった保育園を民間へ移

行している地域も少なくないと思われます。近

年、保育士への低待遇が叫ばれる中、移行先の

民間経営をする保育園では、地域の宝である子

供たちを育てる保育士への処遇は十分なものが

必要との思いで経営を行っているようですが、
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中山間地域での少子化が保育園経営でも大きな

課題となっているようです。

子育てしやすい社会を目指す今、子供を育て

る施設はなくてはなりません。人口減少や少子

化が急激に進む中山間地域における保育園など

の幼児教育・保育施設の課題について、どのよ

うに認識しているのか、福祉保健部長にお伺い

します。

中山間地域等○福祉保健部長（川北正文君）

においては、子供の減少による保育所等の定員

割れや保育人材の確保等の課題から、保育所等

の安定的な運営が困難となることが懸念されて

おります。

このため、市町村においては、今後の保育

ニーズを適切に把握するとともに、既存の保育

所等の統廃合や規模縮小のほか、空きスペース

の有効活用など、地域における保育の在り方に

ついて検討を進めていくことが重要であると考

えております。

県としましては、保育所等が引き続き地域の

子育て支援の中核的な役割を果たせるよう、国

や市町村とも連携して対応していく必要がある

と認識しております。

しっかりと認識はされている○佐藤雅洋議員

ようでありますので、そこで終わらずに、子供

たちを真ん中に据えた対応を要望いたします。

次に、中山間地域で林業振興・農業振興を進

める上で妨げとなっていることの一つが、鹿や

イノシシ、ウサギ、アナグマ、タヌキなどによ

る被害であります。米の苗を植えれば鹿が入っ

てついばみ、稲穂がつけばイノシシが食い荒ら

し、木を植えれば鹿やウサギが新芽を食べ、再

造林の妨げとなっております。

そこで重要となっているのが、猟友会の皆さ

んによる有害駆除であります。県内の中山間地

域において、鳥獣被害対策の重要な役割を担っ

ている猟友会の取組状況について、環境森林部

長にお伺いします。

本県の中山間○環境森林部長（殿所大明君）

地域では、野生鳥獣による農林作物の被害が依

然として深刻な状況であるとともに、鳥獣の捕

獲を担う狩猟者の減少・高齢化が進行しており

ます。

このような中、猟友会では、狩猟免許取得希

望者に対する講習会、狩猟事故防止や捕獲技術

向上のための研修会を開催し、狩猟者の確保・

育成、狩猟の適正化に努めていただいておりま

す。

また、野生鳥獣により被害を受けた農林家か

ら依頼を受けて行う有害鳥獣捕獲について、各

地域の猟友会員は、捕獲班として参加し、被害

の軽減に貢献されております。

このような猟友会の取組は大変重要でありま

すので、県としましては、引き続き市町村と連

携して支援してまいります。

猟友会の重要性については御○佐藤雅洋議員

理解いただいております。本当にありがとうご

ざいます。

そのような中、先月、長野県で起きた猟銃を

使用した事件は、まだ皆さんの記憶に新しいと

ころだと思います。また、岐阜県の陸上自衛隊

で起きた こちらは猟銃ではなく自動小銃で―

はありますが 同じく銃が使われた痛ましい―

事件。これらを受け、猟銃の規制が強化される

のではないかと、ただでさえ数少ない許可者及

び猟友会などの関係者から心配する声が届いて

おります。今後の規制強化について、県警本部

長にお伺いいたします。

今回の痛ましい○警察本部長（山本将之君）

事件を受けまして、銃砲刀剣類所持等取締法に
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基づく規制の在り方につきましては、今後、国

において議論もされ得るものと思いますが、法

律にのっとって適法・適正に活動されている猟

友会の活動が制限されるという情報には、現時

点、接しておりません。

県警察といたしましては、今回の事案等も踏

まえまして、猟友会と緊密に連携するなどし

て、猟銃の適正な取扱い及び保管管理の徹底に

ついて、猟銃許可者に対する指導を行ってまい

ります。

猟友会などの活動が制限され○佐藤雅洋議員

る情報は、現時点ではないということで、安心

いたしました。

続いて、林業行政について質問します。

伐期を迎えた山林を売買するに当たり、必ず

購入者が確認するのは境界であります。その境

界を誤った場合、間違った場合は、誤伐や盗伐

事件へと発展したりします。そのためにも、境

界確認などが正確かつ迅速にできることが求め

られます。

特に、私の地元、県北では、大分県や熊本県

と接していることから、他県の境界確認方法と

の差異が見受けられます。その点は統一の必要

性があるのではないでしょうか。

そこで、県内の林地における境界確認などの

際に、参考となる森林簿や森林計画図の交付方

法について、環境森林部長に伺います。

森林簿や森林○環境森林部長（殿所大明君）

計画図は、県が策定する地域森林計画の基礎資

料として整備しており、森林所有者等が林業経

営などで必要とされる場合は、申請に基づき、

閲覧・交付を行っております。

交付等に当たりましては、個人情報保護の観

点から、申請者が森林簿上の所有者と同一であ

る場合などを除き、所有者名などの個人情報は

原則非開示としております。

しかしながら、森林施業の集約化などを目的

とした森林経営計画の作成や変更に用いるた

め、森林組合など認定林業事業体から申請が

あった場合は、目的外利用や他者への提供の禁

止等の条件を付した上で、個人情報を含めて開

示することとしております。

先日、このような相談を目に○佐藤雅洋議員

しました。「私は地元の母名義の山林を相続し

ましたが、今後も地元に戻る予定はなく、また

買手も見つからず、よいアドバイスはないで

しょうか」という相談でありました。私が地元

の森林組合長をしておりました頃は、このよう

な相談にも対応してまいりました。この相談者

は、森林組合などの団体の存在を知らなかった

のではないかと思います。

また、そのような人のために、国は本年４月

から相続土地国庫帰属制度なるものを設けたよ

うであります。今後、森林資源の適切な経営管

理のため、相続土地国庫帰属制度を含めた県の

対応が必要だと思いますが、県の考えを環境森

林部長に伺います。

相続土地国庫○環境森林部長（殿所大明君）

帰属制度は、相続に伴い、山林等の土地の所有

権を手放したい所有者が法務局に申請を行い、

一定の要件を満たした場合に、所有権を国に移

転し、国庫に帰属できる制度として、今年４月

から運用が開始されております。

また、林業経営意欲が低い森林所有者に代

わって、市町村が森林組合等の林業経営体と連

携し、経営管理を受託する森林経営管理制度な

どもあります。

県としましては、このような制度を活用し

て、持続可能な林業の確立に向け、森林資源の

適切な経営管理を推進してまいります。
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国だけでなく、県独自の制度○佐藤雅洋議員

などの対応も、今後、御検討をお願いいたしま

す。

「新緑がまぶしく輝く山々に、丸太を集める

重機の音と、鳥の鳴き声だけが響き渡る。この

時期の山が一番きれいで好きなんです」、これ

は５月４日、みどりの日に宮崎日日新聞の１面

にあった、東京でのサラリーマンから地元にＵ

ターンをし、林業に転職した若者の言葉でし

た。

県内では、今、民有杉人工林の８割が伐採期

となり、今後、伐採と再造林を進めなければ、

次の世代に資源をつないでいくことができませ

ん。そこで重要なのが人材です。ありがたいこ

とに、本県の林業就業者は200名近く増加してい

ると伺っております。また、その中で、若い世

代の方々も増えているように感じています。

そこで、林業に従事する若い世代の育成状況

と、新規就業者に占めるその割合について、環

境森林部長に伺います。

林業に従事す○環境森林部長（殿所大明君）

る若い世代の育成につきましては、「みやざき

林業大学校長期課程」において、県内外からの

若い入講者を対象に、林業の基礎から現場技術

などを学ぶ研修を行っており、入講希望者も多

いことから、今年度、定員を15名から24名に増

やしたところであります。

また、林業事業体では、国の「緑の雇用」事

業を活用し、新規就業者に対してＯＪＴ研修等

を行い、現場作業に必要な知識・技能を段階的

に習得させる取組も実施されております。

これらの取組により、新規就業者数は、令和

元年度から３年度までの直近３年間では、150人

から200人程度で推移しており、このうち、39歳

未満の若い世代が占める割合は、約６割となっ

ております。

ここまで若者を含めて林業従○佐藤雅洋議員

事者増加に御尽力いただいているわけですが、

林業には危険も伴っております。先日も、私

の40年来の友人が帰宅しないとのことで、家族

が大分県佐伯市の現場に探しに行ったところ、

木に挟まれた状態で、半日助けを待っていた状

態であったようです。残念ながら、発見より３

時間後に亡くなりました。家族や子供を残して

の無念の死だったと思います。私も非常に悲し

い葬儀での再会でありました。

労働災害の発生率は、全産業平均が2.7に対

し、林業は24.7と最も高い発生率となっており

ます。若者に限らず、山を守る者を送り出す家

族たちも安心できるよう、ただ育てるだけでは

なく、林業労働災害の防止に向けた県の取組に

ついて、環境森林部長に伺います。

林業労働災害○環境森林部長（殿所大明君）

を防止するためには、林業に携わる一人一人が

高い意識を持ち、安全作業の徹底と、労働災害

発生時の迅速かつ的確な対応が重要でありま

す。

このため県では、林業関係者が一堂に会する

林業労働災害防止大会での啓発や、労働安全衛

生指導員による巡回指導、携帯電話の電波が届

かない森林内でも緊急通報が可能となる新たな

通信技術の活用検証などを実施しております。

また、今年１月に、県内で初めて、西臼杵管

内において、防災救急ヘリによる空中救助な

ど、林業作業中の事故を想定したレスキュー訓

練を実施し、約180名の参加があったところで

す。

今後とも、関係機関と連携して、労働災害の

防止に努めてまいります。

ウッドショックなどに伴い木○佐藤雅洋議員
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材価格が大きく変化する中、木材の動きにも大

きな変化が現れていることは、私も認識してお

ります。

円安を契機に、原木及び製材品など木材輸出

が活発化してきていると考えられ、私が調べた

ところ、県内４港で木材を取り扱っているよう

であり、各港が平等かつ適正に使われているの

かと疑問の声はありますが、まずは、細島港、

宮崎港、油津港、福島港を利用した木材の取扱

量について、県土整備部長に伺います。

本県では、県○県土整備部長（原口耕治君）

内の４港で木材の取扱いの実績があり、令和４

年の港湾統計速報値では、細島港で約31万3,000

トン、宮崎港で約３万2,000トン、油津港で約３

万9,000トン、福島港で約２万5,000トン、４港

合計で約40万9,000トンの取扱量となっておりま

す。

また、過去最大となった令和３年の取扱量は

約44万5,000トンであり、木材価格が上昇し始め

る前の令和２年の取扱量、約33万4,000トンの

約1.3倍の規模となっております。

宮崎県の森林は世界に誇れる○佐藤雅洋議員

資源であります。これを守る林業関係者の力を

結集し、一丸となって進むことは、宮崎県の将

来にとって大変重要なことであります。

続いて、農業行政について質問します。

中山間地域の経済を支える産業の中でも、特

に畜産業は、農業生産額の中でも６割以上を占

める産業でありますが、ここにきて子牛価格が

急落しています。あわせて、農家では、飼料

代、燃料代が高騰していることで、経営を圧迫

しているのが現状です。

その中でも、国や県の補助事業を受け、設備

投資し、一気に増頭した農家あるいは意気込み

を持った後継者たちが、価格急落で大変な窮状

を訴えています。

この問題は、自民党会派としても国への意見

書提出を協議中でありますが、この子牛価格急

落の原因を県としてどのように分析し、どのよ

うな対策を講じていくのか、農政水産部長に伺

います。

子牛価格の急○農政水産部長（久保昌広君）

落は、配合飼料価格などが高騰する中で肥育農

家の経営が圧迫されているため、子牛の導入を

抑えていることが大きな要因であると考えられ

ております。

このため、県といたしましては、昨年度に引

き続き、配合飼料価格安定制度の生産者積立金

の一部の支援や、みやざきの新たな肉用牛肥育

体系確立事業として、肥育農家の経営の安定化

に向けた取組を支援する事業を今議会でお願い

しているところです。

また、畜産経営魅力アップ事業により、宮崎

県畜産協会等を通じて、繁殖農家の生産性向上

や経営改善に向けた経営コンサルを関係機関一

体となって取り組んでまいります。

多頭飼育の状況も大変です○佐藤雅洋議員

が、畜産農家の中でも多くの割合を占める小頭

数飼いの農家も、担い手不足、畜産の先行きの

不透明さ、飼料価格の高騰、体力・気力の限界

を感じ、畜産経営を諦めようとしており、この

ままでは、中山間地域の持続的な農畜産業は衰

退していくと考えます。寄り添った経営指導、

そして支援、相談による担い手の育成に加え、

中山間地域ならではの立地条件に応じた対策が

必要と考えます。

そこで、中山間地域における肉用牛繁殖経営

を維持するため、県はどのような支援を講じて

いくのか、農政水産部長に伺います。

中山間地域に○農政水産部長（久保昌広君）
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おける肉用牛繁殖経営は、担い手不足や高齢化

が特に深刻な課題となっております。

このため、国の事業を活用した放牧による省

力化の取組や、ＪＡが育成牛を預かって飼育す

る分業化の取組などが進められております。

また、今議会でお願いしております山間地域

農業持続化モデル構築事業により、畜産分野も

含め、山間地域の農業について、多様な担い手

の確保や牛舎等の敷地造成の支援などに取り組

むこととしております。

このような取組を通じて、全国和牛能力共進

会でも大いに活躍された西臼杵地域をはじめ、

中山間地域における肉用牛生産基盤の維持・強

化が図られるよう、しっかりと支援してまいり

ます。

ありがとうございます。この○佐藤雅洋議員

ような状況の中でも、意欲的な肉用牛の改良は

大変重要と考えます。

さきの全国和牛能力共進会では、４大会連続

での内閣総理大臣賞を受賞し、おいしさ日本一

の宮崎牛のお墨つきをいただいた宮崎チームで

すから、次の目標に向かってもしっかり取り組

んでいくべきです。

第13回全国和牛能力共進会北海道大会に向け

た宮崎県独自の対策について、農政水産部長に

伺います。

前回の鹿児島○農政水産部長（久保昌広君）

大会では、本県は、４大会連続で内閣総理大臣

賞を獲得するなど、大きな成果を上げることが

できましたが、鹿児島県はもとより、次回の開

催地である北海道をはじめ、各県の出品牛のレ

ベルは確実に上がってきており、次回大会に向

けて本県のレベルをさらに向上させる必要があ

ります。

このため県では、今議会でお願いしておりま

す第13回全国和牛能力共進会保留対策事業にお

きまして、体型などが優れた出品候補牛の母牛

を品評会で選定し、奨励金を交付して地域内に

保留する取組を初めて行うこととしておりま

す。この取組により、数多くの優良な出品候補

牛を確保することを目指してまいります。

畜産は宮崎県の農業を支える○佐藤雅洋議員

屋台骨であります。常に先手先手で問題解決を

図っていただくよう要望いたします。

続いて、地域経済の活性化について質問しま

す。

アフターコロナへと進む中、物価・燃油・原

材料高騰、人手不足など、新たな問題が収益の

落ち込んだ中小・零細企業を苦しめているよう

です。

コロナ禍で収益の落ち込んだ企業を対象に導

入された融資の返済が本格化する中、仕方なく

諦め倒産を選んでしまう会社が全国的に増えて

いると聞きます。物価・燃油・原材料高騰、人

手不足など、新たな問題を抱え、業績が上向か

ず、それどころか収益の落ち込んだ中小・零細

企業を救うには、多少の返済に対するリハビリ

期間が必要と考えます。

そこで、これまでの融資実績と返済の状況に

ついて、商工観光労働部長に伺います。

県にお○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

いて令和２年３月から令和３年３月に実施した

新型コロナ関連の融資実績は、１万2,711件、

約1,811億円であり、このうち約８割の事業者に

おいて元金返済が始まっております。

また、返済が困難となった約１割の事業者に

対しましては、国及び県からの要請に基づき、

金融機関や県信用保証協会において、据置期間

の延長などの柔軟な対応に応じていただいてい

るところであります。
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あわせて、昨今の物価高騰に○佐藤雅洋議員

より、小規模事業者などはさらに厳しい経営環

境となり、金融面、経営面のきめ細かな支援が

必要だと思いますが、どのような対策を講じて

いるのか、商工観光労働部長に伺います。

昨今の○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

物価高も加わり、中小企業者は、仕入価格の高

騰や人手不足など、複合的課題に直面している

ものと認識しております。

このため、昨年度、県独自の物価高関連融資

を実施するとともに、今年の１月には、コロナ

関連融資の借換えや、物価高対策として必要と

なる資金等を対象とした県融資制度を創設した

ところであります。

特に小規模事業者につきましては、商工団体

の伴走支援により行う新事業の展開や販路開拓

に要する経費を補助しております。

また、今議会において、中小企業者へのフォ

ローアップ体制の強化を図るため、経営指導員

等の実践的研修に係る補正予算もお願いしてい

るところであります。

今後とも、商工団体等と連携し、事業者の実

情に寄り添った丁寧な支援に努めてまいりま

す。

引き続き丁寧な支援をよろし○佐藤雅洋議員

くお願いいたします。

続いて、県土行政について質問いたします。

先週15日木曜日、高千穂町河内地区でありま

した県道竹田五ヶ瀬線の改良促進期成同盟会の

総会に出席してまいりました。農繁期にもかか

わらず、多くの人が半日をかけ現場を踏査し、

工事の進捗状況などを確認され、地元の西臼杵

支庁の支庁長をはじめ、幹部の皆様と意見交換

を行いました。そこで地元の方々のこの道路に

期待する熱い思いを改めて感じたところであり

ます。県当局の御努力に対しても、地元の方々

共々感謝をしております。

そこで、地域間交流や産業活動などを支える

重要な路線である県道竹田五ヶ瀬線の波帰之瀬

工区の進捗状況について、県土整備部長に伺い

ます。

県道竹田五ヶ○県土整備部長（原口耕治君）

瀬線は、防災上の観点はもとより、現在、整備

が進められている九州中央自動車道と阿蘇圏域

を結ぶ広域的な観光周遊ルートを形成する上で

も、大変重要な路線であります。

波帰之瀬工区につきましては、平成26年度か

ら高千穂・五ヶ瀬両町を結ぶ約１キロのバイパ

ス整備に着手し、現在、五ヶ瀬川に架かる約410

メートルの橋梁工事を進めております。

高千穂町側につきましては、橋梁下部工事が

昨年度までに完了したところであり、五ヶ瀬町

側につきましては、引き続き、今月から橋脚工

事に着手することとしております。

県としましては、今後とも、必要な予算確保

に努め、早期整備に向け、取り組んでまいりま

す。

早期整備を期待しておりま○佐藤雅洋議員

す。

昨年の台風第14号では、我が県北は大きな被

害を受けました。これは皆さん御承知のとおり

でありますが、地元、日之影町の旧役場周辺

は、国土強靱化対策のおかげで、平成17年の台

風第14号と同程度の雨量ながら、大きな浸水被

害から逃れることができました。本当にこの事

業のおかげであります。

そこで、防災・減災、国土強靱化対策につい

て、本県におけるこれまでの取組状況や具体的

な効果、今後の取組を、県土整備部長に伺いま

す。
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国土強靱化対○県土整備部長（原口耕治君）

策につきましては、高速道路のミッシングリン

ク解消や流域治水対策、国道218号をはじめとす

る橋梁の老朽化対策など、様々な取組を進めて

おります。

このうち、日之影町中心部の五ヶ瀬川では、

護岸かさ上げや河川掘削を行った結果、平成17

年の台風第14号では111戸あった浸水被害が、令

和４年の台風第14号では３戸まで減少するな

ど、一定の効果があったと考えております。

しかしながら、昨年の台風は、県内各地に甚

大な被害をもたらしたところであり、継続的・

安定的に国土強靱化対策の取組を進めることが

大変重要であります。

今後とも必要な予算の確保に努め、県土の強

靱化にしっかり取り組んでまいります。

先週12日月曜日には、自由民○佐藤雅洋議員

主党国土強靱化推進本部長である二階俊博元自

民党幹事長に会ってきました。

その元幹事長である二階さんから、「国土強

靱化とは、災害が起こらないようにすることで

あり、攻めていくことが大事。先攻、後攻でい

えば先攻めであり、先に攻めて国土を強靱化す

ることだ。そして、災害復旧は後攻めであり、

二度と災害が起こらないようにすることであ

る」と言われました。帰る間際には、「政治は

本気で、そして死ぬ気でやりなさい。政治家は

覚悟が大事だよ」とのお言葉をいただきまし

た。

攻めるためには、基本となるものが必要であ

ります。今、骨材を必要とする業者の間では、

骨材となる砂などが不足しているとの声が上

がっており、せっかく川の掘削やしゅんせつで

上げた砂利などを有効利用できるのではないか

との要望が私のところに上がってきておりま

す。

そこで、河川の掘削土砂を民間の砂利採取業

者に骨材として有効利用させることはできない

か、県土整備部長に伺います。

県では、平○県土整備部長（原口耕治君）

成30年度から、国土強靱化対策等の予算を活用

し、県内全域で河川掘削工事に取り組んでおり

ます。

掘削した土砂につきましては、基本的には公

共工事で利用することとしておりますが、有効

利用の一つとして、県が掘削した土砂を公募に

より選定された砂利採取業者に骨材として利用

してもらう取組を行っており、近年では、北川

や一ツ瀬川などで実施しているところでありま

す。

今後とも、河川の適切な維持管理を図るとと

もに、この取組を実施する河川の拡大も視野に

入れながら、河川掘削土砂の有効利用に努めて

まいります。

さらなる掘削土砂の有効利用○佐藤雅洋議員

を進めるよう要望いたします。

続いて、県内道路の充実について質問しま

す。

道の駅は、制度創設から30年たち、全国で

約1,200駅となっています。皆さんも、県内津々

浦々、観光などで回る際に、この存在に大変助

けられているのではないでしょうか。

駅をのぞけば、地域の特産品が生産者の氏名

や顔が分かる表示で並んでおり、地域の活性化

にも一役買っていることは過言ではありませ

ん。道の駅から売り出された御当地商品で地域

貢献の話も伺います。道の駅を元気に稼ぐ地域

経営の拠点として力を高めるとともに、新たな

魅力を持つ地域づくりに貢献することを期待い

たします。
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そこで、県内各地、特に県北地域の道の駅の

状況について、県土整備部長に伺います。

道の駅につき○県土整備部長（原口耕治君）

ましては、安全で快適な道路交通環境の形成や

地域振興を目的に市町村等が設置する施設であ

り、県内全域に18駅が設置され、そのうち、県

北地域には７駅が設置されております。

県北地域の道の駅では、高速道路の整備に伴

い、他県からの利用者も増える中、「道の駅青

雲橋」のリニューアルや「道の駅北川はゆま」

の駐車場増設などの施設整備が行われ、大変に

ぎわっているところであります。

道の駅は、休憩施設としてはもとより、地域

特産品の販売やイベントの開催など、地域振興

の場としても大いに活用されていることから、

県としましては、引き続き市町村等と連携し、

道路利用者のさらなる利便性の向上に努めてま

いります。

運転する上で、道の駅などの○佐藤雅洋議員

休憩ポイントは大変重要であります。現在、私

は、日之影町から県庁までの約130キロを、休憩

を挟み２時間10分ほどで通っております。大阪

－名古屋間と同じくらいの所要時間でありま

す。大阪－名古屋間のパーキング及びサービス

エリアなどは、私が数えただけでも８つありま

す。しかし、宮崎はどうでしょう。川南パーキ

ングエリアだけです。

居眠り運転防止のために休憩を促すも、その

場所がありません。おまけにほとんどが片側一

車線です。片や片側２車線以上、休憩ポイント

が８か所、比べて、ほぼ片側一車線の休憩ポイ

ント１か所、同じ高速道路としても、この違い

は何でしょうか。

そこで、約65キロにわたって休憩施設が設置

されていない東九州自動車道の北川はゆまから

川南パーキングエリアまでの休憩施設の充実に

ついて、どのように考えているのか、県土整備

部長に伺います。

高速道路の休○県土整備部長（原口耕治君）

憩施設の充実を図ることは、長時間運転による

交通事故防止や道路の利便性向上の観点から、

重要な課題であると認識しております。

このため県では、地域からの要望もあり、こ

れまでも西日本高速道路株式会社などに対し

て、休憩施設の充実を訴えているところであり

ます。

また、高速道路外の休憩施設等の活用を図る

ため、高速道路からの一時退出を可能とする社

会実験が全国的に実施されており、本県でもえ

びのインターチェンジで行われております。

県としましては、これらの状況を注視すると

ともに、県外の動向や事例等を情報収集し、そ

の結果を地元関係者と共有しながら、より一層

の安全性・利便性の向上が図られるよう、西日

本高速道路株式会社などに対し、引き続き要望

してまいります。

大事故が起きる前にお願いい○佐藤雅洋議員

たします。

続いて、物流対策について質問します。

農業生産県である宮崎県の魅力を全国へ届け

る物流、その大半をトラック輸送に頼らざるを

得ないのが現状です。

前回の私の質問では、一ツ葉有料道路のト

ラックに対しての助成の要望をしましたが、２

分の１とはいえ、補助事業として今議会に提案

されていることは感謝であります。ありがとう

ございます。

しかし、その輸送業界では、現在、高齢化・

低賃金等による人手不足が課題となっておりま

す。それに拍車をかけるように、トラック運転
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手の時間外労働を年間960時間とする規制が2024

年４月に適用となるため、トラック業界では頭

を抱えております。

物流の2024年問題と言われるこの課題、変わ

らずに宮崎の魅力を届け続けるために必要不可

欠なトラック輸送において、運転手の人手不足

による輸送力の低下が懸念されていますが、県

としてどのような対策を講じているのか、総合

政策部長に伺います。

物流は県民○総合政策部長（重黒木 清君）

生活を支える社会インフラであり、物流の2024

年問題への対応は、重要な課題と認識しており

ます。

このため県では、知事をトップとする交通・

物流対策推進本部におきまして、全庁的な体制

でこの問題を共有し、輸送効率を高める取組を

行っているほか、トラック協会や荷主、運輸事

業者等との意見交換会を開催するなど、現状把

握や情報共有に努めております。

また、今議会では、2024年問題に向けた対策

として、トラック事業者に対する一ツ葉有料道

路や高速道路の利用料の助成、長距離フェ

リー、鉄道へのモーダルシフト推進などに関す

る補正予算をお願いしております。

県といたしましては、引き続き関係団体とも

連携し、この問題にしっかりと取り組んでまい

ります。

有料道路、フェリー、トラッ○佐藤雅洋議員

ク事業者、この３つに宮崎県の物流の生き残り

がかかっていると私は考えます。

最後に、とても重要な教育行政について質問

いたします。

中山間地における県立学校の役割というもの

は大変大きなものがあります。地元では、西臼

杵３町を挙げて高千穂高校魅力向上推進委員会

なるものを立ち上げ、力強く支援をしておりま

す。地域住民も行政も先生も生徒も、みんなで

高千穂高校を盛り上げています。

その高千穂高校と同じ敷地内に設置されてお

ります高千穂高校と延岡しろやま支援学校高千

穂校との共生社会に直結する取組は、非常に先

進的であると認識していますが、その取組の現

状と成果について、教育長にお伺いいたしま

す。

高千穂高校と延岡○教育長（黒木淳一郎君）

しろやま支援学校高千穂校では、地域の協力を

得ながら、創設以来、高校生と高等部の生徒が

日常的に交流を重ねております。年間を通して

様々な行事や学習を共同で行うことで、生徒同

士の理解が深まり、共に学ぶことが当たり前と

いう自然な交流が続いております。

延岡しろやま支援学校高千穂校では、令和元

年度から取り組んできた研究を生かし、共に学

ぶ時間を教育課程に位置づけて、可能な限り高

校生とともに学ぶ「共生コース」を今年度より

開設いたしました。この高千穂地域での先進的

な取組は、今議会に新たに設置をお願いしてお

ります高等特別支援学校にも生かすこととして

おります。

教育委員会といたしましては、今後とも共生

社会の実現に向けた取組をしっかりと進めてま

いります。

教育長、ありがとうございま○佐藤雅洋議員

した。人材育成こそが宮崎県の命綱だと私は考

えます。引き続き教育問題を最重要視し、議論

を進めてまいりたいと思います。

これをもちまして、私の質問は全て終わりま

す。丁寧にお答えいただき、ありがとうござい

ました。終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○日高博之副議長
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ました。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、岩切達哉議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合立○岩切達哉議員

憲の岩切達哉であります。おかげさまで３期目

を迎えました。同期の議員は副議長になったり

議会運営委員長になったりと出世するんですけ

れども、しっかり追いつこうと努力してまいり

たいと思います。

それでは、通告に従い質問をさせていただき

たいと思います。

誠実という言葉があります。真面目に偽りな

くなどの意味がある言葉だと辞書にあります。

地方自治法がこの春改正され、地方議会の設置

を定めた第89条に、第３項として「議会の議員

は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わ

なければならない」と新設されました。このこ

とを考えていたところです。

春の選挙で御支持いただいた、その重さを理

解するため、友人と様々議論していました。友

人からは「議員は県民104万人のことを考えよ」

と言われました。104万人は、ここにいる議員一

人一人、１人当たり２万6,600人ほどになりま

す。これは、50人乗り観光バスに乗っていただ

くには533台必要な人数です。

県立劇場の一番大きなアイザックスターン

ホールは1,818人で満員とのことでありますの

で、14回満員になって、なお1,000人ほどいらっ

しゃる数であります。それほどの数の県民の生

活を一人一人の議員が背負われておると考察を

いたしました。

本当に多くの皆さんの思いをしょって、ここ

に立たせていただいた。誠実に職務を行うとい

うこと、そのことについて認識を深めていると

ころでございます。

様々お考えがあるところと思いますが、本６

月議会の初日に議長から報告事項がありました

が、会派としては意見を申し入れさせていただ

きました。

私たち議員は、県内各地の県民の暮らしをつ

まびらかにして、議会においてますます議論を

活発にし、県政に反映させるべく努めていくこ

とが大事であるという立場で頑張ってまいりた

いと考えているところであります。

それでは質問に移ります。これまでの質問と

重複する部分もありますが、御容赦いただきた

いと思います。

こども家庭庁が本年４月に発足しました。知

事にこのことについての所見を伺いたいと思い

ます。

我が国では、児童虐待が20万件を超え、年

に50人の虐待死が発生しています。また、昨年

は514人の小・中・高校生が自ら死を選ぶという

現実がございました。

生まれる子供の数が少なくなっていることも

大事な問題で、産み育てる側の経済的・肉体的

・精神的大変さを支える必要があります。その

上で、子供たちが今生きている環境にもっと目

を向けてほしいと思うところです。

このたび、こども基本法の施行と、こども家

庭庁の発足が本年４月にありました。県とし

て、これからの子供政策をどのようにお考えに

なられるか、こども家庭庁の発足に当たっての

知事の所感を伺います。

次いで、子供の貧困について、2012年に相対
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的貧困率16.3％ということで、７人に１人が貧

困だというデータが発表され、子供の貧困が社

会テーマになりました。今なお夏休みに痩せる

子供の存在や、命や健康を支えている個人や団

体の活動が必要となっています。

あのときから10年を経過した今、子供の貧困

に対する知事の認識について伺います。

以上を壇上の質問とし、以下の質問は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、こども家庭庁発足についてでありま

す。

少子化の進行や人口減少に歯止めがかから

ず、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多に

なるなど、子供を取り巻く状況は深刻かつ複雑

化しております。コロナ禍がそうした状況に拍

車をかけており、私も強い危機感を持っており

ます。

こども家庭庁には、子供に関する政策や取組

の司令塔として、就学前の子供の育ちの保障

や、全ての子供の居場所づくりなど、「こども

まんなか社会」の実現に向けた施策が展開され

るものと期待しているところであります。

本県におきましては、平成20年度にこども政

策局を立ち上げ、幼児教育と保育の一体的支援

に取り組んできたほか、少子化対策やヤングケ

アラーの支援など、喫緊の課題にも重点的に取

り組んでいるところであります。

未来を築いていくのは子供たちであります。

引き続き、こども家庭庁をはじめ市町村や関係

団体等とも十分に連携しながら、さらなる施策

の充実を図ってまいります。

次に、子供の貧困対策についてであります。

子供たちが生まれ育った環境に左右されるこ

となく、夢や希望を持って将来に進んでいくた

めにも、子供の貧困対策は喫緊かつ重要な課題

と認識しております。現在、子どもの貧困対策

推進計画に基づき、各部局連携の下、各種の施

策に取り組んでおります。

昨年度、コロナ禍の長期化や物価高騰が貧困

家庭の子供に与える影響が懸念されたため、中

学２年生とその保護者を対象に「子どもの貧困

緊急実態調査」を行ったところ、収入の水準が

低い世帯やひとり親世帯では、生活状況がさら

に厳しくなっている可能性があるとの結果とな

りまして、強い危機感を抱いたところでありま

す。

このため、これまでの取組に加え、本年度か

ら、子ども食堂や学習支援など、子供の貧困対

策に取り組む民間団体の活動を支援し、対策を

強化しております。

今後とも、貧困の連鎖を断ち切るため、市町

村や関係団体等と一層の連携を図りながら、子

供の貧困対策を推進してまいります。以上であ

ります。〔降壇〕

子供の貧困について、こども○岩切達哉議員

政策局を設けたというような話の中には、子供

の貧困問題は別の課が担当するという若干の矛

盾を私はずっと感じております。改めて、子供

という視点で、これからの社会はどのような対

策をしなければならないのか、県の内部でも御

議論いただきたい課題だと思っておりますし、

貧困に関して、支援する側に、今、県も一生懸

命応援いただくようになりました。これは前進

である一方で、こういう支援する側に公が応援

しないと解決しないという実情、その根本が課

題だとも思いますので、一緒に考えていけたら

と思うところであります。

こども家庭庁発足に対する所感でございます
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けれども、1990年に合計特殊出生率1.57という

発表を受けて、国が、エンゼルプランの策定、

少子化対策推進基本方針など対策を講じて以

来、30年たっております。しかしながら、現状

はこのような状況であります。

先日の総理発表の少子化対策も、12年前の悪

夢と表現される民主党政権下においての子ども

手当と同様の内容、これを継続していればとも

思うところであります。様々な思いがあるとこ

ろでありますが、一つの課題に絞って県として

のお考えを伺います。

保育士配置基準についてであります。

保育所は、未就学の児童が日中、その全てを

委ねる場所であります。世界の他の先進国に比

較して、特に４～５歳児は、子供30人につき保

育士１人と先進国最低の配置基準で、1948年に

定められてから75年余、変わっておりません。

ＯＥＣＤ平均では18人、アメリカのニューヨー

ク州では９人、フランス、ドイツでは13人とか

であります。

このような中で、県として保育士配置増に向

けた市町村への支援はなされているのでしょう

か、福祉保健部長に伺います。

子供の健やか○福祉保健部長（川北正文君）

な育ちを支える保育士の負担軽減を図ることは

重要であると考えております。このため保育施

設が配置基準を上回って保育士を配置した場合

など、国の制度を利用した加算措置に対する市

町村への支援を行っておりますが、県独自の支

援は行っておりません。

現在、国においては、次元の異なる少子化対

策として、１歳児は保育士１人が保育できる幼

児の人数を６人から５人へ、同じく４歳児、５

歳児は30人から25人へと、保育士配置の基準を

改善する検討が進められているところであり、

県としましては、こうした動向を注視するとと

もに、引き続き、国に対して配置基準の改善を

要望してまいります。

県独自のものはないというこ○岩切達哉議員

と、そして、国では今、定数減を目指してい

らっしゃるという議論があると。

保育所待機児童という問題が過去にありまし

た。保育所待機児童の対策として、定員を超え

て受け入れていいことになりまして、定員の弾

力化が平成10年以降、行われております。これ

は逆に、保育士の負担を横に定員超過を肯定

し、ますます疲弊させて、今日の保育士不足の

原因となった施策と言われるところもありま

す。

これは、定員超過が続けば当然、定員そのも

のを引き上げるなどの対応が必要と思います

が、この間、そのようなことについての見過ご

しはないかお尋ねしたいと思います。

定員の弾力化○福祉保健部長（川北正文君）

により、保育施設は、年度当初がおおむね認可

定員の15％増まで、年度途中では同じく25％増

までの受入れが認められております。

この制度を利用する場合でも、保育施設は、

受け入れる児童数の増加に応じて保育士を増員

するなど、配置基準等に基づき対応しなければ

ならないとされています。

県では、監査等を通じまして、職員が適切に

配置されているか確認しており、引き続き現状

把握に努めますとともに、認可定員と実態に恒

常的に乖離がある場合には、適切な定員設定を

行うよう指導助言を行ってまいります。

定員超過に対して、職員がき○岩切達哉議員

ちっと配置されなければならないという立場で

仕事をしてこられたということでございまし

た。
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続いて、うつ伏せ寝をさせたことによる乳児

の事故が報道されております。このようなうつ

伏せ寝の実態把握はいかがされているのでしょ

うか、そこを伺います。

乳児の睡眠に○福祉保健部長（川北正文君）

つきましては、医学的な理由で医師からうつ伏

せ寝を勧められている場合を除き、あおむけに

寝かせること、乳児の顔色や呼吸をきめ細かく

観察することなどが重要とされております。

このため県では、保育施設に対し、見落とし

がちなリスクや注意すべきポイントなど、職員

の安全教育を徹底するよう通知を行い、注意喚

起を図っております。

また、定期的に行っている指導監査において

は、乳児の寝かせ方をはじめ、職員配置体制や

安全対策等について、状況の確認を行っている

ところであります。

安心して子供を預けられる環境整備は大変重

要でありますので、引き続き、市町村と連携し

ながら、安全管理の徹底を図ってまいります。

保育所問題は、国の問題、市○岩切達哉議員

町村の問題というふうには割り切れない問題で

ございまして、国の基準そのものに課題があっ

て今日に至っていると思います。

昨今、保育士が子供をたたくとか汚い言葉か

けをするとかで、不適切保育という状況が問題

となっておりますけれども、これはどちらかと

いうと、現場で頑張っている保育士さんにとっ

ては不名誉なことでございます。置かれている

状況がそういう状況を生み出したと理解する必

要があると思うんですけれども、現状について

の福祉保健部長の所見を伺いたいと思います。

保育所等は、○福祉保健部長（川北正文君）

子供の安全・安心が最も守られるべき場所であ

り、子供の心身に悪影響を与えるような不適切

保育は決してあってはならないものでありま

す。

このため県では、今年５月にこども家庭庁が

作成した「保育所等における虐待等の防止に関

するガイドライン」について、保育施設への周

知徹底を図るとともに、子供の人権尊重や不適

切保育に関する研修にも重点的に取り組むな

ど、保育従事者の資質向上にも力を入れており

ます。

次代の社会を担う全ての子供がひとしく健や

かに成長することができるよう、引き続き国や

市町村と連携しながら、子ども・子育て支援に

取り組んでまいります。

ありがとうございます。県の○岩切達哉議員

リーダーとして、よろしくお願いしたいと思い

ます。県独自でできることもやっていくし、ま

た国にもしっかりと要望を伝えていただきた

い。ぜひ御尽力いただきたいと思います。

関連する子供の問題で、社会的養護について

伺いたいと思います。

この春の児童福祉法改正に関連して、社会的

養護児童のうち、18歳を超える、いわゆる年齢

超過児童への対応は、進学状況にかかわらず、

自立の援助が必要であれば対応しましょうとな

りましたけれども、どのようなケースを想定

し、その際に、既に成人である対象者を支援す

る人材の確保やその方法についてはいかがお考

えでしょうか、福祉保健部長に伺います。

児童養護施設○福祉保健部長（川北正文君）

退所者等である社会的養護経験者は、22歳まで

は生活指導や就業支援等の援助を行う自立援助

ホームを利用できますが、令和６年４月から

は、22歳を超えても利用できることとなりま

す。具体的な支援対象者としましては、就学や

就労をしたものの、精神的な不調等により自立
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が見込めない方などを想定しております。

また、社会的養護経験者が、相互交流や情報

交換、相談・助言等を受けることのできる社会

的養護自立支援拠点を新たに設置するため、県

において整備費を補助することとしており、自

立援助ホームや出身施設、児童相談所の職員等

と連携しながら、社会的養護経験者の自立支援

に取り組んでまいります。

20数年前、中学を卒業すれば○岩切達哉議員

児童養護施設から就職させるという時代もあり

ました。今そうやって二十歳を超えても支援が

できるようになって、本当にありがたいと思い

ます。ぜひ充実を図っていただきたいと思いま

す。

話題を変えたいと思います。次に、プール建

設用地の部分的売却の件について、知事に伺い

たいと思います。

国スポ費用は全体で約600億円を要する一大事

業であります。今回、土地売却がその費用の一

助になればと思っていたところでございました

けれども、専門家による査定では、１億8,000万

円という鑑定額だったと伺っております。この

金額であれば、土地の利用については、貸付け

が最適ではないかと私は考えるところです。

もともと県は、近隣調査で１平方メートル７

万5,000円を見積もっておられます。今回の鑑定

では４万8,000円弱であります。プールや周辺の

民間施設のありようも、30年、40年経過すれば

変わるでしょうし、この土地を売却すれば、そ

の部分について一体的に見直す機会は失いま

す。これからも一体的に運営していくために

も、県有の土地を売却することについては、慎

重の上、慎重であるべきと考えますが、知事の

お考えをお聞かせください。

御質問の売却地につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、令和９年に開催の国スポ・障スポ大

会において整備する県プール施設及びこれと一

体となってにぎわいをつくり出す民間収益施設

の余剰地として生じたものであります。

県プール施設や民間収益施設の検討に当たり

ましては、民間事業者や宮崎市などと十分に対

話を行い、必要な面積が決定されたものであり

まして、最終的に残地となった御指摘の余剰地

は、その位置や規模、形状等から、今後、行政

目的での利用見込みはないことから、売却手続

を行っているものであります。

価格につきましては、不動産鑑定評価に基づ

くものでありまして、都市計画上、住宅や商業

施設としての利用が制限されることを考えます

と、妥当な金額であると認識しておりますが、

売却に当たりましては、大会開催時の周辺施設

との調和を考慮し、収益施設部分と同様の機能

を持たせることを条件づけたプロポーザル方式

としたところであります。

この審査に際しましては、県が求める機能を

充足しているか慎重に判断し、県プール関連施

設と一体となってエリアのにぎわいや交流を創

出する施設となるよう十分留意してまいりま

す。

そのポイントとなるところ○岩切達哉議員

が、行政目的での利用見込みがないということ

と、条件づけて売るんだということで、一部

プールの横につくられる収益施設は貸付けでと

いうことなんですよね。今回この部分は売る

と。

これまでの資料を全部読み返させていただき

ました。もともとあそこの土地は、北警察署か

ら入りまして、グラウンドがあって、庭球場と

野球場があるという形状でございました。この

土地に一本の道路を造りまして、プールの敷地
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と民間収益敷地を提供して、残りは今回、残地

というような表現だったり、余剰地という表現

だったりするんですが、これまでの資料は、全

部隣地と書いてあります。

私は、これを改めて見て、私たち議員には誤

解してきた部分もあるんじゃないかなとちょっ

と思ったんです。隣の土地だから目に入りにく

い、議論しづらいという経過をたどっていたよ

うな気がします。そしてまた、色つきの資料に

なると、そこは緑色で芝生広場と捉えられて

おったように思います。

改めて確認したいんですけれども、これは昨

年12月に初めて余剰地として売りますという話

になったと理解しておりますけれども、この土

地の利用見通しがないという結論で、そういう

提案になったんですが、この間のいきさつをも

う少し御説明いただければと思います。

今回の売却地につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、県プール関連施設の検討段階では、敷

地面積として含まれておりましたが、令和元年

度から令和２年度にかけて、県プール施設及び

これと一体となる民間収益施設の規模や機能を

検討し、決定する過程において、余剰地となっ

たものであります。

あわせて、当該余剰地につきまして、庁内や

宮崎市に活用の意向を調査するなどの手続を踏

まえ、検討いたしましたが、宮崎市からは利用

の希望がなく、東側の北警察署の駐車場用地以

外には活用が図られないため、昨年、最終的に

売却する方針としたものであります。

県議会に対しましては、令和５年度にプロ

ポーザルによる公募を予定しておりましたこと

から、昨年11月議会の常任委員会において、当

該余剰地の売却について報告したところであり

ます。

昨年の11月議会の常任委員会○岩切達哉議員

で、売りますという話を聞かせていただきまし

た。この隣地と表現された緑色に塗られた場所

がどうなっていくかという議論が、それまでは

どのようになされたか、大変気がかりなところ

であります。

その上で、売却が提案されたこの委員会での

議論では、「国スポの際に駐車場不足にならな

いか」という委員からの質問に、「なる」と部

長答弁をされておりました。

また、メディカルゾーンとされる３つの医療

施設と２つの飲食施設が建つ場所は、71台分の

駐車場となっています。１施設14台、お医者様

で14台しか駐車場がなければ繁盛しません。医

療施設、飲食施設の性質上、駐車場不足は明ら

かだと思うんです。北警察署から入ってくる車

が、あの交差点で渋滞していくということも想

像します。

このグラウンド、野球場、庭球場、それぞれ

に歴史のある場所でございました。もともと県

民が親しんだ運動場であります。県総合文化公

園や市の公園のように、その一部が広場とし

て、本当にパース図のように芝生広場としてあ

れば、親子連れも自然と寄ってくる。そのよう

なことで、にぎわいづくりができるのではない

かと思います。

さらには、今後、特定の施設が建設されると

いうことになれば、その目的に沿う人しか寄っ

てこない。

いろいろ申し上げておるんですけれども、こ

の部分を改めて、最低、国スポ終了まで駐車場

として、その後にプールや収益施設の利用状況

をよく観察して判断していただいてもいいので

はないかと、このように御提案したいと思いま

す。
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その際も、他の民間収益事業が定期借地権設

定契約で行われることからしても、この部分を

売却するのではなくて、この部分も同じような

貸付け、例えば先ほど例に出しましたメディカ

ルゾーンは、年879万3,000円でお貸しするとい

う資料がございました。この土地も約１億8,000

万ですから、600万でお貸しすれば30年で１

億8,000万になる。このほうが適当だと思います

し、30年後、40年後、プールや収益施設やこの

場所を含めて、一体的にまた違う考えを取ろう

というときに、この部分だけはもう売ってし

まっているからどうしようもないんですよとい

うことにはならない。

そのようなことを考えると、一度立ち止まっ

て考えたほうがいいんじゃないかなと、このよ

うに思いますが、いかがでしょうか。

今回の売却地につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、プール整備後には、プール施設等とは

道路で切り離された残地となりまして、その位

置や規模、形状等から、国スポ・障スポ大会後

においても、行政目的での利用が見込まれませ

ん。このため、民間事業者の思い切った創意工

夫や提案をまちづくりに生かしたく、プロポー

ザルによる売却の手続を行っているものであり

ます。

一方で、県プールの収益施設部分の敷地につ

きましては、一定の規模があることや、宮崎駅

周辺施設との連続性などの特性があります。長

期的には別の利用の可能性も考えられますの

で、こちらは定期借地権契約による貸付けとし

たところであります。

県としましては、国スポ・障スポ大会時を含

め、プール施設等を利用する皆様が不便を感じ

ることのないよう十分留意するとともに、地域

一帯がにぎわいや交流を生み出し、駅周辺地域

と一体となって魅力あふれるエリアとなるよ

う、引き続き宮崎市とも連携・協力しながら、

活用を図ってまいります。

球場の解体前の地図を当ては○岩切達哉議員

めると、バックネット辺りが残地なんです。そ

れで、２塁から外野部分がプール敷地なんで

す。ここに道路が一本通るから、一道路から切

り離された土地だと、継続性はここではなくな

るという表現は当たらないんじゃないかなと。

メディカルゾーンがあり、大学が考えられる

場所があり、放送局があって、プールがあっ

て、その道路一本のこちら側にも広場がある。

これは別のものです、関連性はありません、連

続性はありませんと説得するには、ちょっと無

理があるんじゃないかなと。

昨年の12月に示されたばかりの話でありま

す。ぜひ立ち止まって考えていただくように、

改めて、重ねて要望・要求させていただきたい

と思います。

時間の関係がありますので、次の質問に移ら

せていただきます。被災者生活再建支援につい

て伺いたいと思います。

昨年の台風第14号は多くの被災者を出しまし

たけれども、それぞれの皆さんに対する応急救

助の状況、その後の生活再建することへの支援

の状況についてお聞かせいただきたい。危機管

理統括監と福祉保健部長に伺います。

災害により○危機管理統括監（横山直樹君）

住宅等に被害を受けた方は、災害救助法に基づ

き、住宅の応急修理や、生活必需品、学用品の

現物給付を受けることができます。

昨年の台風第14号では、都城市と延岡市の被

災者に対し、今年３月末現在で住宅の応急修理

が118件の約5,031万円、生活必需品の給付が196

世帯に約191万円、学用品の給付が延べ31人に
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約11万円行われております。

このほか、住宅被害に対しましては、公営住

宅の一時提供も行われておりまして、県全体

で55世帯123人が入居したところです。

自然災害で一○福祉保健部長（川北正文君）

定以上の住家被害に遭われた世帯に対しては、

被災の程度等に応じ、被災者生活再建支援法に

基づく支援金や、県・市町村が積み立てた基金

による支援金を支給することとなっておりま

す。

昨年の台風第14号については、これらの制度

に基づき、今年５月末時点で延べ833件、１

億541万円余の支給が決定されております。

支援金の申請状況につきましては、窓口とな

る市町村から、ほとんどの被災世帯は申請済み

と伺っておりますが、住宅購入等が条件となる

支援金の加算部分については、契約関係書類が

必要であり、今後も申請が見込まれますことか

ら、引き続き、円滑、適切な支給を行いなが

ら、被災者の生活再建支援に取り組んでまいり

ます。

災害復旧に尽力されている県○岩切達哉議員

の各機関に敬意を表したいと思います。

この際、例えば、県民には住宅保険の加入を

促すなど、事前の策をしっかり普及啓発するこ

とも防災に必要な仕事ではないかと考えます。

災害頻発化の時代でありますが、お考えはいか

がでしょうか、危機管理統括監にお伺いしま

す。

県民の災害○危機管理統括監（横山直樹君）

に対する事前の備えを促すためには、県民一人

一人が防災に対する意識を高め、身近なところ

から防災対策に取り組んでいただくことが大変

重要であります。

このため県では、自助として取り組む、耐震

化、早期避難、備蓄の３つの減災行動につい

て、各種広報媒体や防災イベントなどを通した

啓発に取り組んでおります。

また、先月開催した宮崎県防災の日フェアに

おいて、内閣府が作成したチラシを配布し、被

災された場合の生活再建の一助となる火災保険

や地震保険の加入促進を図ったところです。

今後とも、市町村や関係機関と連携しなが

ら、「自分の命は自分で守る」という自助の意

識が県民に浸透するよう、積極的に取り組んで

まいります。

ありがとうございます。○岩切達哉議員

次に、災害時には、残念なことに、被災した

家屋から金品を窃取する、いわゆる火事場泥棒

が発生しているという記事を読みました。

大変残念なことなんですけれども、発災後の

防犯対策はどのようにされているか、警察本部

長に伺います。

災害時に住民に○警察本部長（山本将之君）

安心して速やかに避難していただけるよう、警

察では、災害避難地域において、発災当初より

パトロール活動を強化するなど、犯罪抑止活動

に当たることとしております。

具体的には、パトカー、白バイ等の警察車両

が赤色灯を点灯し、被災地域におけるパトロー

ル活動を24時間体制で実施することとしており

ます。

また、避難が長期化した大規模災害において

は、女性警察官を中心とする体制を構築して避

難所を巡回し、避難された方々から防犯相談を

含めた各種相談を受理し、対応することとして

おります。

日本の国民性とか、いろいろ○岩切達哉議員

議論されたこともありますけれども、現実は現

実として、防犯にお努めいただきたいと思いま
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す。

次の話題でございますが、新田原基地所属の

自衛隊機からの部品落下問題について伺いま

す。

この春に新聞記事で知ったところであります

けれども、昨年度下半期、10月から３月に６件

発生したとの記事でございました。

この部品落下問題について、新田原基地から

県に伝えられた詳細と、今後の防止策はいかが

なものか、答弁をお願いします。

新田原基地○危機管理統括監（横山直樹君）

の航空機の部品落下について、県では、発生日

時、場所など、報道発表と同じ情報の提供をい

ただいております。

今後とも、地元市町で構成される新田原基地

周辺協議会と連携しながら、十分な安全対策

や、事故発生時における地元への速やかな情報

提供と丁寧な説明を求めてまいります。

実際には、細かいことは知ら○岩切達哉議員

されていないというような理解をしました。ぜ

ひ細かいことを聞いていただいて、安全を守っ

ていただくように、よろしくお願いしたいと思

います。

次は、県の人材確保について幾つか伺いたい

と思います。最初に、人事委員会委員長への質

問でございます。

近年、県庁の技術職の採用状況について心配

しております。土木技師、農業土木技師、林務

や農業技師など、各専門職の採用に当たって応

募が少ないなどの声を伺います。

このことに関連して、国の人事院では、昨年

８月の報告の中で、専門職確保に関して、「民

間企業等との人材獲得競争が熾烈になる中で、

採用試験申込者数が減少傾向にあり、採用試験

の在り方の見直しは喫緊の課題。また、多様な

経験、専門性を有する民間人材の円滑な採用の

ため、運用面・制度面の課題の解消にスピード

感を持って取り組む必要がある」としました。

宮崎県人事委員会ではどうされていくのかお伺

いします。

大学卒業程度採○人事委員長（佐藤健司君）

用試験における技術系職種の受験者数は、近

年、減少傾向にあり、競争倍率は２倍前後で推

移しております。

このため、特に人材の確保が厳しい土木、農

業土木の２職種については、昨年度、特別枠区

分を新設し、合格発表の早期化を図るととも

に、今年度からは、技術系職種全体の受験者を

確保するため、一般行政特別枠と技術系通常枠

の試験を併願できる仕組みを導入したところで

あります。

今後とも、任命権者との連携を密にしなが

ら、社会情勢の変化に対応した試験制度の見直

しを進めるとともに、ＳＮＳの活用、対面等に

よる広報活動の一層の強化を通して、県職員と

して働く魅力をＰＲし、優秀な技術系人材の確

保に取り組んでまいります。

県庁の各所属で１人足りない○岩切達哉議員

というだけでも相当に負担がかかりますので、

ぜひ御尽力いただきたいと思います。

次いで、獣医師確保の問題であります。

畜産県宮崎を支えるため、獣医師の確保は極

めて重要と考えます。まず最初に、実情です

が、獣医師の欠員というものはいかがな状況で

しょうか、総務部長に伺います。

獣医師の採用に当○総務部長（渡辺善敬君）

たりましては、昨年度から、受験者のニーズも

踏まえ、例年より試験を１か月程度前倒しして

実施したところでありますが、採用予定者12名

に対して、最終的な採用者は５名であり、採用
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予定数を確保できていない状況であります。

12名来てほしいところに５名○岩切達哉議員

しか来てくれないということです。７名は、ど

こかで誰かが無理してカバーしている、そんな

ことだろうと思います。これは過去からも同じ

ような状況がありました。先ほど申しました、

スピード感を持って課題の解消をということだ

と思っております。

私は、獣医師の確保を専門とする人の配置、

また他県に劣らない労働条件の提示など、この

間、繰り返し主張したつもりなんですけれど

も、スピード感を持った変革をされるお気持ち

はないか、総務部長に伺います。

獣医師の確保につ○総務部長（渡辺善敬君）

きましては、これまでに、修学資金の給付をは

じめ、大学訪問等による本県獣医師の魅力ア

ピールや初任給調整手当などの処遇改善、さら

には、採用年齢の引上げや県外での試験実施等

の試験制度見直しなどに取り組んできておりま

す。

今年度は、これらの取組に加えて、ＳＮＳを

活用し、獣医師の仕事や本県の魅力をアピール

するための動画を配信するとともに、学生や獣

医師免許を取得している方からの問合せ窓口を

設置するなど、さらなる受験者の掘り起こしを

図ることとしております。

今後とも、関係部局と連携し、新たな取組や

見直しをスピード感を持って進め、必要な獣医

師の確保に最大限努めてまいります。

西都に新しい屠畜場ができる○岩切達哉議員

話を聞いております。産業として支える県の役

割として、県はしっかりと人材を確保する。ぜ

ひ取組をお願いしたいと思います。

同じく、人材確保のために、教員の問題であ

ります。

働き方改革は多くの議員が質問されましたけ

れども、重ねて伺います。

小中学校、高校では、研究指定校になること

がありますが、その現場では、授業以外に研究

レポート作成など、時間を割かざるを得ない負

担があると伺いました。実情と対応について、

教育長にお尋ねします。

研究指定制度は、○教育長（黒木淳一郎君）

本県の教育力の向上に大きな役割を果たすもの

であり、現在、文部科学省や県教育委員会によ

る研究指定校は、公立の義務教育諸学校及び県

立学校におきまして43校あります。

研究指定校では、授業等の通常業務に加え、

研究計画書や報告書の作成、公開授業の準備な

どの業務が生じます。そのため各学校では、特

定の教員に業務が偏らないよう、校長を中心と

した研究体制を設け、県教育委員会としまして

は、報告書の簡素化や指導主事による支援、加

配措置による教員の増員などを行っておりま

す。

今後とも、教員の負担増とならないよう、研

究指定校における働き方改革も踏まえ、支援体

制の工夫改善にしっかりと取り組んでまいりま

す。

同様に、教員の業務負担軽減○岩切達哉議員

という意味を含めて、給食費の公会計化が、都

城市で昨年度から、日向市で今年度からスター

トいたしました。県として、それ以外の自治体

に求めることにより、教員の業務負担軽減を図

るべきではないかと考えます。教育長の所見を

伺います。

文部科学省では、○教育長（黒木淳一郎君）

教職員の負担軽減等を目的として、令和元年度

に「学校給食費徴収・管理に関するガイドライ

ン」を作成し、学校給食費の公会計化を促進し
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ております。

県教育委員会といたしましては、同年に本ガ

イドラインを市町村に周知するとともに、公会

計化への理解が深まるよう、昨年度からは、参

集で市町村担当者会を開催し、導入の実施事例

の紹介やその効果等について情報交換も行って

きたところであり、本年度までに２市において

公会計化が導入されております。

今後とも、国や県内の動向を注視しながら、

市町村への適切な支援に努めてまいります。

担任の先生が、給食費を払う○岩切達哉議員

ことができない、払いにくい家計状況にある保

護者とお会いして、いろいろ御相談をされてお

る。そこにも時間を割かざるを得ないというよ

うな話は以前からございます。

一方で、公会計化、公の立場で集金をするこ

とによって先生方の御負担を減らしたり、また

は給食費そのものを自治体が負担するところも

増えました。ぜひそういった方向になっていく

といいなと思います。

次に、学校の課題として、ＰＴＡの問題であ

ります。

学校においてＰＴＡの存在は有意義であり、

子供らのよりよい教育環境を維持するために

も、大事な存在であると思っています。ＰＴＡ

活動がなくなれば、教職員にそのしわ寄せが来

る部分もあると思います。

地域とのつながりを感じられるＰＴＡの中

で、顔を合わせ、知り合える大人が増えれば、

子供にとっても、よいことと思っております

が、一方で、役員になりたくない、行事に参加

したくないという意見を持つ保護者もおられ、

幾つかの単位ＰＴＡでは、大幅な変化があった

とも聞きます。教育長が把握するＰＴＡの現状

についてお聞かせください。

ＰＴＡにつきまし○教育長（黒木淳一郎君）

ては、現在、県内全ての公立小中学校及び県立

学校にありまして、あわせて、県ＰＴＡ連合会

等に加入し、組織的なＰＴＡ活動を展開されて

おります。

他県においては、ＰＴＡ活動に対する負担感

等から、学校単位のＰＴＡを見直し、新たな組

織で、子供たちや教職員を支える動きもありま

す。

そのような中、本県においては、ＰＴＡの在

り方についての協議も進んでおりまして、例え

ば、保護者にＰＴＡ活動の担い手のいないとき

には、地域の方々の支援を仰いだり、行事ごと

にその都度、参加者を募るボランティア制を導

入したりする学校も見られるようになってきた

ところであります。

小・中・高校において保護者○岩切達哉議員

が関与しない、ＰＴＡの解散とかいう極論まで

含めて、重大な場面に来ているのかなと理解し

ております。

教育委員会として、これからのＰＴＡ育成の

方針をお伺いします。

保護者と教職員が○教育長（黒木淳一郎君）

協力し合ってＰＴＡ活動を進めていくことは、

子供たちの健全育成のために大切であると考え

ております。

さらに、子供の成長を地域ぐるみで支えてい

く上で、ＰＴＡは、地域と学校をつなぐ重要な

組織でもあると認識しております。

県教育委員会といたしましては、時代に合っ

たＰＴＡの在り方について情報収集に努めると

ともに、ＰＴＡ役員の方々とも協議すること

で、引き続きＰＴＡ活動が充実するよう支援し

てまいります。

人材の問題から派生してＰＴ○岩切達哉議員
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Ａのところまで来たんですけれども、次は外国

人材でございます。

外国からの労働力を受け入れる在留資格「特

定技能」の２号について、対象分野を大幅に広

げる議論が進んでいます。これは外国人人材の

日本永住に道を開き、家族を含め生活してもら

うことになります。

いよいよという感じがしますけれども、これ

からこの宮崎県の各産業分野において、人材を

確保していくための対策が必要になります。ま

さに外国の方から宮崎を選んでいただいて働い

ていただく、そのためにどのような準備をされ

ているのか、総合政策部長からの御答弁をお願

いします。

人口減少が○総合政策部長（重黒木 清君）

進む中、県内産業の維持、活性化を図るために

は、多様な人材の確保が必要であり、各分野で

の外国人材の活躍は重要であると認識しており

ます。

このような中、県では、ベトナムからの人材

確保を目的に、昨年度、ベトナム国立農業大学

と連携合意書を締結したほか、国内外の外国人

に向けて、県内で働く外国人が本県の魅力を直

接伝える動画の配信などを行っております。

また、生活面での悩み相談等を受け付ける外

国人サポートセンターの設置や日本語教育の実

施などのほか、市町村との間で協議会を設置

し、支援事例の共有などに取り組んでおりま

す。

県といたしましては、国の施策の動向を踏ま

えながら、引き続き、外国人材の確保や受入

れ、共生に必要な取組を進めてまいります。

昨年の11月議会で、井上紀代○岩切達哉議員

子議員の質問に、知事自身から「的確に対応で

きるような体制の在り方について、しっかりと

検討を進めていく」という御答弁があっている

ようでございます。これから各産業分野におい

て人材を確保するという中に、外国から来られ

る皆さんの力は本当に大事になってくると思い

ますので、ぜひ部署を定め、取組の強化をお願

いしたいと思います。

その他の質問でございますけれども、最初

に、全国ベスト10に入ったという、ひなもり

オートキャンプ場についてお伺いいたします。

これは県の努力の結果だと思います。この

オートキャンプ場を含む県のひなもり台県民ふ

れあいの森では、どのような取組をしてきた

か、これからこの評価をどう生かしていくか、

環境森林部長に伺います。

ひなもり台県○環境森林部長（殿所大明君）

民ふれあいの森は、310ヘクタールの広大な敷地

面積を有し、その豊かな自然環境を生かし、み

どりの少年団の研修会や健康づくりウオーキン

グの開催など、利用者が気軽に森林と触れ合え

る場所として、広く活用を図ってきました。

また、オートキャンプ場では、時代のニーズ

に合わせた改修を行ってきており、ワーケー

ションも想定した全域でのＷｉ－Ｆｉ環境の整

備や、小型木造キャビンの整備に加え、継続的

な森林環境教育の実施などが評価され、日本

オートキャンプ協会の星マーク認定制度で最高

評価を得たところであります。

県としましては、この評価を最大限に生かし

て、県内外に向けたさらなる情報発信の強化を

図り、利用者の増加につなげてまいります。

たくさんの星をいただいた○岩切達哉議員

と、知っている人は物すごく評価しているんで

すけれども、県下全体で評価されているように

は見えないんです。ぜひ、ひなもり台全体で、

ジオパーク全体で環境整備を図っていただきた
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いと思っております。

次に、水産試験場の火事についてであります

けれども、現場を見せていただきました。初日

の坂口議員の質問に答弁がありましたので、省

略させていただいて、農政水産部長の見解をお

伺いしたいのですけれども、老朽化の問題は、

平成27年９月議会、８年前にも髙橋透議員が取

り上げております。

この施設は、既に54年を経過した試験場であ

ります。これも坂口議員の質問に答弁があった

と思いますが、改めて、私は改築の検討を急ぐ

べきという立場なんですけれども、いま一度、

全国有数の成果を上げている宮崎県水産試験場

の環境整備について、お考えをお聞かせくださ

い。

水産試験場に○農政水産部長（久保昌広君）

つきましては、施設の老朽化に加え、担い手や

水産資源の減少、さらには世界的な水産物の需

要拡大やＩＣＴの進展など、大きく変化する情

勢において、高度化・多様化する試験研究ニー

ズに的確に対応していく必要があると考えてお

ります。

このため、今年度の当初予算において、水産

試験研究体制の機能強化に向けた事業に着手し

ているところであります。

この事業では、関連機関との連携強化による

技術開発の効率化や、漁業の現場に密着した研

究体制など、様々な観点から調査・検討するこ

ととしておりますが、３月に火災が発生してし

まったことから、再整備も含め、スピード感を

持って対応してまいります。

最後のほうで、再整備も含○岩切達哉議員

め、スピード感を持って対応してまいりたいと

いうことでございまして、十分に期待し得る答

弁だと思います。ぜひ御検討をお急ぎいただき

たいと思います。

最後に、県総合文化公園の駐車場問題につい

てお伺いいたします。

これは宮崎市以外の方からの声でございます

が、県立劇場などでイベントが開かれると駐車

場が空いていないと、遠くから来てどうしよう

もないと、そんな話です。

文化公園の駐車場が足りないという声をいた

だきますが、どのような対応をされておるの

か、総合政策部長にお願いします。

県立芸術劇○総合政策部長（重黒木 清君）

場（メディキット県民文化センター）を利用さ

れる際の駐車場につきましては、総合文化公園

の共用駐車場531台分のほか、公園の北側に

約150台分の駐車場を整備しております。

しかしながら、イベントの開催時などに駐車

場が不足するおそれがある場合には、利用され

る皆様に公共交通機関の利用をお願いするとと

もに、臨時に近隣の駐車場を確保するなどの対

策も併せて講じております。

今後とも、できる限り公共交通機関を利用し

ていただくなどの御協力をお願いするととも

に、公園の北側にある駐車場の周知の徹底や、

臨時駐車場への適切な誘導等により、県民の皆

様により円滑に御来場いただけるよう努めてま

いります。

スペース不足というお声をい○岩切達哉議員

ただきまして、現地に行きました。あそこには

バスの回転場がありまして、バス停を見ます

と、１時間に１本の発着しかないようでありま

す。結構大きなスペースをこの回転のために用

意しているんですけれども、実際に乗車するこ

とはありませんでした。

私は、公共交通を利用して会場に行っていた

だくのは、本当にそうだと思いまして、宮崎市
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内のバスは宮崎神宮行きというバスがほとんど

ですが、全てが文化公園行きになると利用も増

えるんじゃないかなという提案を過去にもしま

したけれども、却下されました。

それで、このバスの回転場を、本数も少な

い、利用も少ないという状況でございますの

で、この際、駐車場に変更すればいいのではな

いかという考えを持ったところであります。バ

スを利用される方は、その敷地の道路側に、す

ぐそこに別のバス停があります。そこを通って

綾のほうに行ったりするバスが通っておりま

す。停留所利用で支障がないようであります

が、公園を管理する県土整備部長に御答弁をお

願いします。

議員御指摘の○県土整備部長（原口耕治君）

ありました宮崎県総合文化公園内のバス回転場

につきましては、路線バスの起終点となってお

りますことから、運行上必要であるとともに、

公園内のイベント開催時などにおける貸切りバ

スの乗降の場としての役割があり、総合文化公

園の利用者にとって、利便性の高い施設である

と考えております。

しかしながら、公園利用者のさらなる利便性

向上のためには、限られたスペースを有効に活

用する必要があることから、今後、関係機関な

どと連携を図りながら、バス回転場などの公園

内敷地の効果的な活用方法について検討してま

いります。

この文化公園で、私もおとと○岩切達哉議員

い土曜日に、シートを敷いて、団体の子供たち

や大人たちと楽しい時間を１時間半ほど過ごさ

せていただきました。すばらしい施設なんで

す。ただ、駐車場が少ないということがネック

になっておりますので、ぜひ県土整備部長のほ

うで現地を確認いただいて、また関係部とも御

協議いただいて、整備をお願いしたいと思いま

す。

今日の質問の中で特に懸念しておりますの

は、プール建設用地の残地の問題であります。

県民の納得性が必要な課題だと思っております

ので、十分に御議論、御検討いただいて、最良

の結論を出してほしいと思っております。売れ

ばそれで終わりになります。僕はそのことが大

変気になるし、また、国スポを経て考えるとい

うのであれば、まだ納得性も深まるかなとも思

います。ぜひ御検討いただくように、重ねて申

し上げて質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時55分散会
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